
一392一

第8章 国際機関及び国際協力

第1節 国 際 機 関

1概 況

通信はその本来的性質からみて世界的なものであ り,世 界を通信で結ぶた

めには,ま ず第一に国際間に統一された合意を必要とする。そのため郵便及

び電気通信に関する国際協力を維持,増 進するための政府間国際機関である

万国郵便連合(UPU)及 び国際電気通信連合(ITU)は,他 の国際機関に先

駆けて早 くから設立され,既 に100年 を超える歴史を有 し,ま た,加 盟国数

においても150か 国を超す大きな組織 となっている。

1982年 秋には,ITUの 最高機関である全権委員会議が,ま た,1983年 春

には,移 動業務のための世界無線通信主管庁会議が開催された。

一方,通 信衛星を利用して国際通信を行 うための国際組織である国際電気

通信衛星機構(イ ソテルサ ット)も 既に18年 を経過し,そ のメンバ も109

か国とな り,大 容量 ・高品質のシステムを安定的に提供して衛星通信を日常

的なものとしている。その成功を背景として,衛 星通信により海事通信の改

善を目指 して,1979年7月16日 に発足 した国際海事衛星機構(イ ンマルサッ

ト)は,1982年2月1日 にシステムの運用を開始 した。

以上のほか,国 際海事機関(IMO)及 び国際民間航空機関(ICAO)に お

いても,通 信は常に主要な問題の一つとして取 り上げられてお り,ま た,最

近では通信技術の飛躍的発展が経済,社 会及び文化に広 く与える影響の重要

性を論点として,国 際連合教育科学文化機関(UNESCO),経 済協力開発機

構(OECD)等 においても通信にかかわる問題が活発な議論の対象 とな って

いる。
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2万 国郵便連合(UPU)

(1)概 要

万国郵便連合(加 盟国166か 国)は,創 設以来百年有余の歴史を有する国

際連合の専門機関の一つで,郵 便業務の効果的運営によって諸国民間の通信

連絡を増進し,か つ,文 化,社 会及び経済の分野における国際協力の発展に

寄与することを目的とする政府間国際機関である。

我が国は,1877年(明 治10年)以 来UPU加 盟国であ り,現 在,連 合の常

設機関である郵便研究諮問理事会の理事国として連合の活動において指導的

な役割を果たしている。

連合の最高意思決定機関としては,原 則として5年 に1回 開催される大会

第2-8-1図 万国郵便連合(UPU)の 構成
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議があ り,連 合の条約類は,こ の大会議で検討改正される。 最近の大会議

は,1979年 にブラジルのリオ ・デ ・ジャネイロで 開催され,改 正条約は,

1981年7月1日 から効力を生じている。我が国は,加 入が義務的であるUP

U憲 章,UPU一 般規則及び万国郵便条約並びに加入が任意である小包郵便

物に関する約定等連合の条約の当事国である。なお,次 期第19回大会議は,

1984年 の夏に西 ドイツのハンブルグで開催される。

連合の機関は,UPU憲 章及びUPU一 般規則に基づいて,第2-8-1

図のように構成されている。

連合の常設機関として,国 際事務局がスイスのベルンに置かれ,連 合の日

常の活動を処理 している。 この国際事務局には日本人職員2名 が勤務してい

る。

また,UPU憲 章に基づき,8の 限定連合が設立されてお り,我 が国は,

このうちアジア=太 平洋郵便連合に加盟している。

(2)執 行理事会(CE)

執行理事会は,大 会議か ら大会議までの間の連合の事業の継続を確保する

ことを任務とし,連 合の年次予算等の審査,承 認を行 うほか,大 会議から付

託された案件を研究し,そ の結果を条約類の改正案等の形で次の大会議に提

出する。理事国は,大 会議 ごとに選出され,年1回 連合の所在地 で 会 合 す

る。我が国は,1969年 から1979年 まで2期 理事国を務めたが三選禁止の規定

により,第18回 大会議では執行理事会の理事国選挙には 立候補 できなかっ

た。同理事会の1983年 の年次会合は4月28日 から5月13日 まで開催され,我

が国は郵便研究諮問理事会の第3委 員会の議長国としてこれに出席 した。

(3)郵 便研究諮問理事会(CCEP)

郵便研究諮問理事会は,郵 便に関する技術上,業 務上,経 済上及び技術協

力上の諸問題につき研究を行い,意 見を表明することを任務 とし,1957年 に

創設された連合の常設機関であ り,大 会議が選出した35の 理事国で構成され

ている。我が国は,理 事会創設以来,理 事国を務めてお り,第18回 大会議に

おいては,理 事会の第3委 員会議長に選出された。
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第3委 員会は,郵 便機械化,局 舎及び自動車輸送に関する問題を検討して

お り,現 在これらに関する12の研究を進めている。我が国は,こ の委員会の

議長国として,次 期大会議(1984年 開催予定)ま での間委員会の活動を指導,

推進し,作 業の進ち ょく状況あるいは研究結果を理事会に報告することにな

っている。1982年 の理事会年次会合は,11月8日 から同月18日 までスイスの

ベルンにおいて開催された。

(4)ア ジア=太 平洋郵便連合(APPU)

アジア=太 平洋郵便連合は,ア ジア及び太平洋地域内における郵便業務の

改善及び郵便上の協力関係の緊密化を図るためにUPU憲 章に基づいて設立

された限定郵便連合であ り,現 在,域 内のUPU加 盟国中19か 国が加盟して

いる。

我が国は,1968年 に加盟し,以 来,特 に技術協力の面で積極的に貢献 して

お り,郵 便業務の面では,本 連合加盟国あて船便の書状及び郵便葉書の料金

につき,一 般の外国あての料金を40%引 き下げたものを適用している。

この連合の最高機関は大会議であるが,第4回 大会議は,1981年3月 にイ

ンドネシアのジョグジャカルタで開催された。主要な 決定事項にはAOPU

(アジア=オ セアニア郵便連合)の 名称のAPPU(ア ジア=太 平洋郵便連合)

への改称,連 合への加盟手続の簡易化,連 合加盟国あての船便郵便物に適用

される低減料金の範囲の明定等がある。この際に締結された条約は,1982年

7月1日 から施行された。

また,こ の連合の事業の継続を確保することを任務とする執行理事会は,

すべての加盟国で構成され,原 則 として1年 に1回 会合することとされてい

る。

3国 際電気通信連合(ITU)

(1)概 要

ITU(加 盟国158か 国)は,国 際連合の専門機関の一つで,電 気通信の分

野において広い国際的責任を有する政府間国際機関であ り,1865年 に万国電
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第2-8-2図 国際電気通信連合(ITU)の 組織
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第8章 国際機関及び国際協カ ー397一

信連合として発足した。

我が国は,1879年 にこれに加盟して以来100年 余,連 合の活動に積極的に

参加し,国 際協力の実現に貢献 してきたが,特 に1959年 以降は,連 合の管理

理事会の理事国及び国際周波数登録委員会(IFRB)の 委員選出国として連合

の運営面においても主要な役割を果たしている。 また,連 合の本部職員 とし

て,我 が国から5名(58年3月 末現在。IFRB委 員を含む。)が 派遣されて

いる。

(2)全 権委員会議

ITUの 最高機関である全権委員会議は,1982年9月28日 から11月6日 ま

でケニア共和国のナイ目ビにおいて147か 国が参加 して開催され,新 条約を

採択した。

主な改正事項は,連 合の目的等への技術協力の追加,連 合の経費の分担等

級に対する上方及び下方等級の追加,管 理理事国数の増加,事 務総局長及び

同次長の三選禁止,国 際諮問委員会の委員長の選挙は全権委員会議で行 うこ

ととしたこと,次 回全権委員会議までの予算の限度額の設定等である。

(3)管 理理事会

管理理事会は,全 権委員会議によって委任された権限の範囲内で,全 権委

員会議の代理者として行動し,条 約,業 務規則,全 権委員会議及び連合の他

の会議 ・会合の決定の実施を容易にするための措置を採ることを任務として

いる。

第37回会期管理理事会は,1982年4月19日 から5月7日 まで19日間スイス

のジュネーブにおいて開催され,連合の会議 ・会合計画,1983年 度暫定予算,

人事関係,技 術協力等の案件について審議 した。1983年 度予算については,

8,306万5千 スイス ・フランが承認された。

(4)移 動業務のための世界無線通信主管庁会議(WARC-Mobile)

ア.会 議の概要

上記の会議は,1983年2月28日 から3月18日 までの間,ス イスのジュネー

ブにおいて,ITUの 連合員(加 盟国)89か 国のほか12の 関係国際機関の各
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代 表 及 び オ ブザ ーパ を 含 め て約500名 が 出 席 し て開 催 され た。

会 議 は,当 初 か ら今 回 の会 議 で 対 応 しな け れ ぽ な らな い 緊 急 か つ重 要 な 問

題,と りわ け 「将 来 の 全 世 界 的 な 海上 に お け る遭 難 ・安 全制 度」(FGMDSS:

FutureGlobalMaritimeDistressandSafetySystem)の た め に 必要 な周

波 数 を 準 備 し,そ の 使 用 方 法 を 定 め る とい う問題 につ い て審 議 が行 わ れ,84

か 国が 無 線 通 信 規 則 の 一 部 改 正 を 内 容 とす る最 終 文 書 に署 名 し た。 こ の最 終

文 書 は,1985年1月15日 に 発効 す る こ と とな っ てい る。

審 議 の 中 心 とな ったFGMDSSと は,遭 難 海 域 の い か ん に 関 わ りな く確

実 に 遭 難 安 全 通 信 を設 定 しよ うとす る も ので あ って,国 際 海 事 機 関(IMO)

が 中 心 とな ってそ の導 入 を 計 画 して い る もの で あ る。

イ.会 議 の成 果

①FGMDSS用 周波 数

短 波 帯(3～30MHz)に お い て は,4,6,8,12及 び16MHz帯 に

お い て,そ れ ぞ れFGMDSS用 周 波 数(無 線 電 話,デ ィジ タ ル選 択 呼 出 し

(DSC:DigitalSelectiveCalling),狭 帯 域 直 接 印刷 電 信(NBDP:Narrow-

BandDirectPrinting)を 一 定 の周 波 数 帯 幅 の 中 に 収 容 す る こ と(コ ンポ ジ

ッ トチ ャ ンネ ル化)は 行 わ ず,既 存 の 周 波 数 の 中 か らFGMDSS用 周 波 数 を

設 け る こ とが 決 定 され た。 これ らの 周波 数 の うちDSC及 びNBDPに っ い

て は,FGMDSS専 用 と し,無 線 電 話 につ い て は既 存 の一 般 呼 出 し周波 数 と

共 用 す る こ とが 決 定 され た。

VHF帯(30～300MHz)に お い て は,既 存 の 国 際遭 難 周波 数156 .8MHz

(共用)をFGMDSSの た め の 無 線 電話 用 周波 数 と し,156.525MHzに

DSC用 周波 数(1986年1月1日 以 降 はFGMDSS専 用 とす る
。),156.825

MHzに 直 接 印刷 電 信(DP)用 周波 数 が 設 け られ た。

また ・ 国際 遭 難 周波 数500kHz及 び2,182kHz周 辺 のFGMDSS用 周

波 数 にお いて は ・490kHzをDSC用 周波 数 と し,ま た,2,182kHzを 無

線 電 話 用 周 波 数(共 用),2,174.5kHzをNBDP用 周 波 数,2,187,5kHz

をDSC用 周波 数 とす る こ とが 決定 され た 。
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さ らに,こ れ らのFGMDSS用 周 波 数 の聴 守 は,IMOが 定 め る聴 守 責任

計 画 の 範 囲 内 で一 定 の海 岸 局 に 義務 を 負わ せ る こ とが 決定 され た 。

② 無 線 通 信 規則 付録 第16号(4,000～23,000kHzの 間 の海 上 移 動 無 線 電話

周 波 数 帯 の チ ャ ンネ ル)関 係

す で に 付録 第16号 で チ ャ ンネ ル 化 され てい る もの は,3,1kHz間 隔 を 基礎

と してい る。 これ を3.OkHz間 隔 で チ ャン ネ ル化 し 直す こ と も可 能 で あ る

が,今 回 の 会議 で は行 わ な い こ と とな っ た。1979年 の 世界 無 線 通 信 主 管 庁 会

議(WARC-79)に お いて 新 た に 海上 移 動 業 務 に も共 用分 配 され た 周 波 数 帯

(4,000～4,063kHz及 び8,100～8,195kHz)に っい ては,3.OkHzの チ ャ

ンネ ル間 隔 で チ ャ ンネ ル化 し,付 録 第16号A節 また はB節 を補 足 す る使 用 方

法 等 柔 軟 な 使 用方 法 に よ り使 用 され る こ と とな った 。

③ 海 上 識 別 数字(MID:MaritimeIdenti丘cationDigits)

MIDと は,船 舶 局 や 海 岸 局 が 自動 的 に相 互 を 呼 出す 場 合 に使 用 す る9桁

の数 字 列 の うち,こ れ らの 局 が存 在 す る領 域 を 識 別す る最 初 の3桁 の 数 字 の

こ とを い うが,こ れ を 各 国 に対 し当面1個 ず つ 分 配す る こ ととな った(我 が

国 は431)。 また 必 要 が 出 て くれ ば,追 加 のMIDを 分配 す る 旨の 決 議 が採

択 され た 。

ウ,今 後 の 問題

この 会 議 で は,既 述 の とお りFGMDSSを 中 心 とした 海 上 に お け る 人 命

の安 全 に 関 す る重 要 事 項 に つ い て 無 線通 信 規 則 の 改 正 及 び 決議 ・勧 告 の採 択

が行 わ れ た。IMOに お い て は,1990年 を 目途 とし てFGMDSSの 完 全 実 施

を企 図 して お り,そ のた め に必 要 な 無線 通 信 規 則 中 の 詳 細 な規 定 は,1987年

に予 定 され て い る 移動 業 務 全 般 の 見 直 しのた め の 世 界 無線 通信 主 管 庁 会 議 に

お い て審 議 され る こ とに な る の で,我 が 国 とし ては 周 波 数 割 当 て,無 線 局 の

運 用 等 に 関 す る 国 内 の対 応 等 に つ い て早 期 に検 討 を 行 って い く必 要 が あ る。

(5)国 際 無 線 通 信 諮 問委 員会(CCIR)

CCIRは,無 線 通 信 に 関 す る技 術 や 運 用 の 問題 につ い て 研 究 し,意 見 を 表

明す る こ とを任 務 とす る国 際電 気 通 信 連 合 の常 設 機 関 で あ り,総 会 及 び 総 会
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が設ける研究委員会によって運営される。

総会は通常3～4年 ごとに開催され,研 究委員会の研究成果である報告書

を審査し,承 認するかどうかを決定する。

研究委員会は現在,全 部で13あ って(第2-8-3表 参照),そ れぞれの担

当分野が決められてお り,電 波天文,電 波伝搬等の基礎的な研究から,地 上

通信,宇 宙通信,放 送等の実際的な業務に関するものまで広範囲にわたって

いる。

また,研 究委員会の研究事項は,総 会で決定するほか,全 権委員会議,各

主管庁会議等により付託されることもある。

各研究委員会の審議は,総 会から総会までの間に開催される中間会議及び

最終会議において行われ,報 告書が作成される。

これ らの研究の成果 として,総 会で採択された文書は,勧 告等のかたちで

発表され,無 線通信システムの設計及び実施のための世界的な技術的指針 と

なるほか,各 種の無線通信主管庁会議の審議の技術的資料 として使用され,

また,総 会は,必 要な場合には,無 線通信規則の改正案を無線通信主管庁

会議に提出することとなっている。

第2-8-3表CCIRの 研究委員会

研究委員会 所 掌 事 務

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CMTT

CMV

スペ ク トラムの有効利用,監 視

宇宙研究及び電波天文業務

約30MHz以 下 の固定業務

固定衛星業務

非電離媒質内伝搬

電離媒質内伝搬

標準周波数及び報時信号

移動,無 線測位 及び アマチ ュア業務

無線中継 システ ムを用い る固定業務

放送業務(音 声)

放送業務(テ レビジ ョン)

音声及び テ レビジ 冒ンプログ ラムの長距離伝送

用 語
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57年度のCCIRは,58年 度に開催される中間会議に向けて各研究委員会が

中間作業班(IWP)を 開催し,そ の準備作業を行った。

(6)国 際電信電話諮問委員会(CCITT)

CCITTは,国 際電気通信連合の常設機関の1つ であり,CCIRと 同様の

方法で運営されている。その任務は,電 信及び電話に関する技術,運 用及び

料金の問題について研究し,意 見を表明することである。

第2-8-4表CCITT研 究委員会,プ ラ ン委員会等一覧

SGI電 信及び※ テ レマテ ィー ク・サ

ー ビス(フ ァクシ ミリ,テ レテ

ックス,ビ デ オテ ックス等)の

定義及 び運用

SGH電 話 の運用及びサ ービス品質

SG皿 一般料金原則

SGIV国 際回線及び回線鎖の伝送上 の

保守並 びに自動及び半 自動網 の

保守

SGV電 磁発生源か らの干渉 と危険 に

対す る防護

SGVIケ ーブル ・シース と電柱 の防護

と仕様

SG孤 デ ータ通信網

SG田 ※テ レマテ ィーク・サー ビス(フ

ァ クシ ミリ,テ レテ ックス,ビ

デ オテ ックス等)の 端末機器

(旧SG皿 十SG)σV)

SGDく 電信網及び端末機器

(旧SGD【 十SGX)

SGXI電 話の交換及び信号

SGXH電 話伝送品質及び市 内電話網

SG剛 伝送 方式

SG測 電話回線

SG畑 電話網を利用 するデータ通信

SG㎜ デ ィジタル網

※ 「テ レマテ ィー ク・サービス」

の用語は,暫 定的 に使用 され る。

CMBD回 線雑音 とアベイ ラビリテ ィ

GM/LTG電 話型回線の電話以外 の利用

GM/SMM海 上移動業務

GAS3伝 送方式の経 済的 ・技術的比

較

GAS4一 次電源

GAS5電 気通信の発 展に関連す る経

済的 ・社 会的問題

GAS7村 落電気通信

GAS8地 域衛星 網の実施 に伴 う経済

的 及び技 術的影響

GAS9ア ナ ログからディジタル電気

通 信網 への移行 に伴 う経済的

・技術的側面

世界 プラン委 員会

アジァ ・大 洋州 プラン委員会

アフ リカプラン委員会

ヨーロッパ ・地 中海地域 プ ラン委員会

ラテ ソ ・アメ リカ プラン委員会

SG皿 の地域料金作業班

アジア ・大洋州地域GR/TAS

アフ リカ地域GR/TAF

ヨー ロッパ ・地中海地域

GR/TEUREM

ラテ ン ・アメ リカ地域

GR/TAL
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なお,ナ イロビ国際電気通信条約(1984年1月1日 までに批准書等を寄託

した国の間で発効)に よって,CCITTは,電 信電話に限らず,無 線通信に

関する技術及び運用の問題を除いた電気通信一般に関する技術,運 用及び料

金の問題を研究し,意 見を表明することが任務とされた。

現行の15の 研究委員会(SG)等(第2-8-4表 参照)の 組織及び構成

は,1980年11月 に開かれた第7回CCITT総 会により承認されてお り,各

SGは1981年 ～1984年 研究会期の研究活動を行っている。

我が国は,電 気通信の国際的な調和ある発展を目的としたCCITT活 動に

対 し,電 気通信主管庁である郵政省を はじめ として二つ の認められた私企

業,三 つ の学術工業団体 が積極的に参加 し,新 サービスの定義,交 換,伝

送,通 信方式等の国際的標準化作業に貢献 しているところである。

4国 際電気通信衛星機構(INTELSAT)

(1)概 要

インテルサ ットは,通 信衛星を利用した国際公衆電気通信業務に必要な宇

宙部分を世界のすべての地域に提供することを主たる目標としている組織で

あ り,1964年8月,暫 定的制度として発足 した。その後,数 次にわたる恒久

化のための国際会議を経て,1973年2月 「国際電気通信衛星機構(イ ンテル

サ ヅト)に 関する協定」及び 「国際電気通信衛星機構(イ ンテルサ ッ ト)に

関する運用協定」が発効し,恒 久的制度 となった。

両協定のうち,前 者は,イ ンテルサ ットに参加する政府が署名する政府間

協定であって,機 構の組織等の基本的事項を規定し,後 者は,政 府又は政府

が指定する電気通信事業体が署名する協定であって,機 構の財政的,運 用的

側面に関する事項を定めている。

我が国は,暫 定的制度発足時からインテルサ ットに参加してお り,イ ンテ

ルサ ットに対 して出資 し,そ の運営に参画す る電気通信事業体 として,国 際

電電を指定している。

なお・インテルサットの締約国は,1983年3月31日 現在109か 国である。
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(2)イ ンテルサッ トの組織構成

インテルサ ットの組織は,政 府間協定の全締約国で構成する締約国総会,

運用協定の全署名当事者で構成する署名当事者総会,出 資率の大きさ又は地

域配分により選定される署名当事者の代表で構成する理事会及び理事会の決

定に従い管理業務を遂行する事務局の4者 構成となっている。

(3)締 約国総会

締約国総会は,主 権国としての締約国に関する事項,イ ンテルサットの一

般方針及び長期 目標等を審議することなどを任務 としてお り,原 則的に2年

に1回 開催される。1982年10月 には ワシントンD.C.(米 国)で第7回 締約国

総会が開催された。この総会では,イ ンテルサ ット仲裁裁判長団の構成員と

なる法律専門家11名 の選出が行われ,我 が国からも1名 が選出された。

(4)署 名当事者総会

署名当事者総会は,理 事会から提出される年次報告の審査,理 事会への代

表資格を与える最小出資率の決定,資 本限度額の変更等を行 う権限を有して

いる。1982年 度においては,第12回 署名当事者総会が開催された。

第12回署名当事者総会は,1982年4月19日 から22日までフランスのパ リで

開催 され,最 小出資率を1.55%と することなどを決定した。

(5)理 事 会

理事会は,イ ンテルサ ット宇宙部分の開発,設 定,維 持等に責任を有して

お り,イ ンテルサ ット運営の中心的機関である。理事会の構成員は,1983年

3月31日 現在,出 資率の大きさによって選出される理事22,地 域グループの

代表である理事5の 計27で あ り,こ れ らの理事は92署 名当事者を代表して

いる。その内訳は第2-8-5表 のとお りである。

1982年 度においては,第51回 から第54回 までの4回 の理事会が開催された

が,そ の主要な活動は次のとお りである。

①V号 及びV-A衛 星による国際TV回 線提供料金を決定した。

②1985年 以降1989年 末までの5年 間の衛星追跡管制,軌 道上試験ならび

に通信監視の施設および業務の調達を決定した。
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第2-8-5表

論

イ ンテ ル サ ッ トに 対 す る理事 の 出 資 率

(1983.3.31現 在)

理 事

1.米 国

2,英 国/ア イ ル ラン ド

3.フ ラン ス/モ ナ コ

4.ブ ラジ ル/ポ ル トガル

5.オ ー ス トラ リア

6.ス ペ イ ン/コ ロ ソ ビ ア/ペ ル ー

7.西 独

8.サ ウデ ィ ・ア ラ ビ ア

9。 日 本

10.ア セ ア ン ・グル ー プ(注1)

ll.カ ナ ダ

12.ヴ ェネ ズ エ ラ/メ キ シ コ/エ ク

ア ドル/ボ リ ビア

13.オ ー ス トリア/ギ リシ ア/ス イ

ス/リ ヒテ ン シ ュ タ イ ン

14.イ タ リア/ヴ ァチ カ ン

15。 イ ラ ン/韓 国/パ キ ス タ ン/ト

ノレコ

瞭 率
24.36

13.13

5.50

3.67

3.45

3.33

3.29

3.18

3.14

3。08

2.96

2,70

2.59

2.35

2,27

ll 理 事 隙 率
16.ア ラ ブ ・グル ー プ皿(注2)

17,ア ラブ ーグル ー プ ∬(注3)

18.ア ラブ ・グル ー プ1(注4)

19.ア ル ゼ ンテ ィ ン/チ リ/パ ラ グ

ア イ

20.ベ ル ギ ー/オ ラン ダ/ル クセ ン

ブ ル グ

21.ア ジ ア太 平 洋 グル ー プ(注5)

22.ナ イ ジ ェ リア

23.北 欧 グル ー プ(注6)

24。 ア フ リカ ・グル ー プH(注7)

25.カ リブ ・グル ー プ(注8)

26。 ア フ リカ ・グル ー プ1(注9)

27.中 央 ア メ リカ ・グル ー プ

(注10)

計

2。23

1。94

L88

1.85

1.81

1.64

i.51

1.58

L29

0.81

0.64

0.30

96。48

(注)Lイ ン ドネ シ ア,マ レ イ シ ア,フ ィ リ ピ ン,シ ン ガ ポ ー ル,タ イ

2イ ラ ク,ク ウ ェ イ ト,オ マ ー ン,カ タ ル

3.ア ラ ブ 首 長 国 連 邦,イ エ メ ン

4.ア ル ジ ェ リ ア,ジ ョル ダ ン,レ バ ノ ン,リ ビ ア,モ ー リ タ ニ ア,モ ロ ッ

コ,ス ー ダ ン,シ リ ア,テ ユ ニ ジ ア

5.バ ン グ ラ デ シ ュ,フ ィ ー ジ ー,イ ン ド,ニ ュ ー ・ジ ー ラ ソ ド,ス リ ・ラ

ン カ

6.デ ン マ ー ク,フ ィ ン ラ ン ド,ア イ ス ラ ン ド,ノ ー ル ウ ェ ー,ス ウ ェ ー デ

ン

7.カ メ ル ー ン,中 央 ア フ リカ,コ ン ゴ,ガ ボ ン,象 牙 海 岸,マ リ,ニ ジ ェ

ー ル,セ ネ ガ ル
,上 ヴ ォ ル タ,ザ イ ー ル

8.パ ル パ ドス,ド ミニ カ,ハ イ テ ィ,ジ ャ マ イ カ,ト リニ ダ ッ ド ・ トバ ゴ

9.エ テ ィ オ ピ ア,ケ ニ ア,タ ン ザ ニ ア,ウ ガ ソ ダ,ザ ン ビ ア

10,コ ス ・タ リ カ,エ ル ・サ ル ヴ ァ ドル,グ ァ テ マ ラ,ホ ンデ ュ ラ ス
,ニ カ

ラ グ ア,パ ナ マ

③ 時分割多元接続用基準局サービスの調達を決定した。
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(6)イ ンテ ル サ ッ トの 衛 星 シス テ ム

1983年3月31日 現 在,電 話6千 回 線 及 び テ レ ビジ ョン2チ ャ ンネ ル分 の容

量 を 持 つW-A系 衛 星並 び に 電 話1万2千 回線 及 び テ レビ ジ ョン2チ ャンネ

ル分 の 容 量 を持 つV号 衛 星 が 運 用 に 供 され てい る。

運 用 衛 星 の配 置 及 び使 用 状 況 は 第2-8-6表 の とお りで あ る。

一 方
,こ れ らの衛 星を 利 用 して 通 信 を 行 ってい る地 球 局(国 内用 も含 む)

は1982年12月31日 現 在,141か 国の410地 球 局(ア ン テナ 数493)で あ る。

第2-8-6表 イ ンテ ル サ ッ トの 運 用衛 星 の 配 置 及 び 使用 状 況

(1983.3.31現 在)

地 域 大 西 洋1… 副 太 平 洋

衛 星

静 止 位 置

接 続 ア ン テ ナ 数
(国際公衆通信用)

使 用 ユ ニ ッ ト 数

G三 ζ繍 ダ')

V
(F-3)

西 経

24.45度

70

16,326

V

(F-2)

西経

34.49度

45

13,072

IV-A
(F-D

西 経
18.39度

23

lO,444

V
(F-5)

東 経
62.86度

62

12,971

V
(F-1)

東 経
159.94度

6

794

IV-A
(F-6)

東 経
173.97度

35

7,366

(注)ユ ニッ トとは,二 つ の標準地球局間に4kHz相 当の電話双方 向回線 を設定

す るために必要 な衛星 の電力 と帯域の単位であって,2ユ ニッ トを もって一双

方 向回線 が設定 され る。

5国 際海事衛星機構(INMARSAT)

(1)概 要

国際海事衛星機構(イ ンマルサ ヅト)は,海 事通信を改善するために必要

な宇宙部分の提供を目的とした国際組織であ り,1979年7月 「国際海事衛星

機構(イ ソマルサ ット)に 関する条約」及び 「国際海事衛星機構(イ ンマル

サ ット)に 関する運用協定」の発効に伴い発足 した。

条約は,イ ンマルサットに参加する政府が署名する政府間条約であって,

機構の組織構成等の基本的事項を規定し,運 用協定は,政 府又は政府の指定
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す る事 業 体 が 署名 す る協 定 で あ って,機 構 の財 政 的,運 用 的 側 面 に 関 す る細

目的 事項 を 定 め て い る。

我 が 国 は,発 足 時 か ら イ ン マ ルサ ッ トに 参 加 し,そ の 運 営 に 参 加 す る事 業

体 と して,国 際電 電 を指 定 してい る。

な お,1983年3月31日 現 在 の イ ン マル サ ッ トの締 約 国は38か 国 で あ り,そ

れ ぞ れ の 出資 率 は第2-8-7表 の とお りで あ る。

第2-8-7表 イ ンマルサ ッ トの締約国及びその署名 当事者の出資率

(1983.3.31現 在)一
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

米 国

ソ 連

白 ロ シ ア

ウ ク ラ イ ナ

英 国

ノ ー ル ウ ェ ー

日 本

イ タ リ ア

フ ラ ン ス

西 独

ギ リ シ ア

オ ラ ン ダ

カ ナ ダ

ク ウ ェ イ ト

ス ペ イ ン

ス ウ ェ ー デ ン

オ ー ス ト ラ リ ア

ブ ラ ジ ル

デ ン マ ー ク

イ ン ド

23.35197

}一
9.88637

7,87425

6.99564

3.35355

2,88408

2.88408

2.88408

2.88408

2,61585

2,0i214

2.Ol214

1.87804

1.67686

1.67686

1.67686

1.67686

○

○

●

●

●

●

ポ ー ラ ン ド

シ ン ガ ボ ー ル

中 国

ベ ル ギ ー

フ ィ ン ラ ン ド

ア ル ・ゼ ン テ ィ ン

ニ ュー 。ジ ー ラ ソ ド

フ

ボ

ア

エ

イ

リ

オ

チ

フ

ス

ル ガ リ

ル ト ガ

ル ジ リ

ジ プ

ラ

ベ リ

マ ー

ぜ リ ピ

リ ・ ラ ン

ア

ノレ

ア

ト

ク

ア

ン

リ

ン

カ

ア ラ ブ 首 長 国 連 邦

計

1.67686

1.67686

1.23604

0.60365

0.60365

0.60365

0、36259

0.27190

0.20600

0.05000

0.05000

0,05000

0.05000

0.05000

0.05000

0.05000

0.05000

0.05000

100.0000

(注)○ 出資率に基づ く理事会構成員(た だ し,ス ウェーデ ン/フ ィン ラン ド,

オラソダ/ベルギ ーは集団代表)

● 地域代表 として第2回 総 会で選 出 された理 事会構成 員

(2)イ ンマ ル サ ッ トの 組 織 構 成

イ ン マ ルサ ッ トの 組織 は,イ ソマ ルサ ッ トに 関す る条 約 の全 締 約 国 で構 成
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す る総 会,出 資 率 の大 き さ又 は 地 域 配 分 に よ り選 定 され る署 名 当事 者(及 び

署 名 当事 者 集 団)の 代 表 で構 成 され る理 事 会 及 び イ ソ マル サ ッ トを 法 的 に 代

表 す る事 務局 長 と専 門 ス タ ッ フで構 成 され,業 務 の 管理,執 行 を担 当す る事

務 局 の 三 者構 成 とな っ てい る。

(3)総 会

総 会 は,主 権 国 とし て の加 盟 国に 関 係 す る事 項,イ ン マ ルサ ッ トの一 般 方

針 及 び 長 期 目標 等 を審 議 す る こ とな どを 任務 として お り,原 則 的 に2年 に1

回 開催 され る。1981年 度 に お い ては,第2回 総 会 が 開催 され,第3回 総 会

は,1983年10月18日 か ら20日 の 間,英 国 の ロ ン ドンで 開 催 され る こ と とな っ

て い る。

(4)理 事 会

理 事 会 は,イ ソマ ルサ ッ トの 目的 を 達 成す るた め に必 要 な 宇 宙部 分 を提 供

す る 責任 を 持 ち,こ の 責任 を果 た す た め に 宇 宙部 分 の企 画,開 発,取 得,運

用 等 に 関す る方 針 を採 択 す るな ど,す べ ての 適 当 な任 務 を 遂 行 す る権 限 を有

して お り,イ ン マル サ ッ ト事 業 運 営 の中 心 的 機 関 で あ る。

1982年 度 に お い て は,第11回 か ら第13回 まで の3回 の理 事 会 が 開 催 され た

が,そ の主 要 な 活 動 は 次 の とお りで あ る。

① マ リサ ッ ト衛 星 の リース 期 間延 長 を決 定 した 。

② 打 ち上 げ失 敗 した マ レッ クスBの 代 替 衛 星 と して マ レ ッ クスB2の 調

達 を 決 定 した。

③ グル ープ ・コー ル の提 供 条件 及 び料 金 を 決 定 した。

(5)イ ンマ ル サ ッ トの衛 星 シス テ ム

1983年3月 現 在,電 話 約40回 線 分 の 容量 を 持 つ マ レッ クス衛 星,電 話 約30

回 線 分 の容 量 を 持 つ イ ンテ ルサ ッ トV号 衛 星 に と う載 され た 海 事通 信 サ ブ シ

ステ ム(MCS)及 び 電 話約10回 線 分 の 容量 を持 つ マ リサ ッ ト衛星 をそ れ ぞ

れESA(欧 州宇 宙 機 関),イ ンテ ル サ ッ ト及 び コ ムサ ッ ト ・ジ ェネ ラル社

か ら リース し,三 大 洋 を カバ ー してい る。一 方,こ れ らの 衛 星 を 利用 して通

信 を 行 って い る 船舶 地球 局,設 備設 置 船 舶 は,1983年3月31日 現在,48か 国
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の1,707隻 であ る。

運 用衛 星 の配 置及 び 海 岸 地 球 局 は,第2-8-8表 の とお りで あ る。

第2-8-8表 イ ンマルサ ッ トの運用衛星 の配置 及び海岸地球 局

(1983.3.31現 在)

地 域 大 西 洋1 イ ン ド 洋 陸 平 洋

衛 副 … ク・A
イ ンテ ル サ ッ ト(MCS-A)マ リサ ヅ ト(F-3)

静止位司 酪26度 1 東経63度 1難17鍍

接 続

海岸地球局

サ ウ スベ リー局

(米 国)

グー ソ ヒ リー局

(英 国)

山 口局(日 本)

エイ ク局

(ノ ール ウ ェー)

サ ン タポ ー ラ局

(米 国)

茨 城 局(日 本)
シ ンガ ポ ール 局

(シ ン ガポ ール)

6そ の他の国際機関

(1)ア ジア ・太平洋電気通信共同体(APT)

ア.概 要

アジア ・太平洋電気通信共同体(Asia-Paci丘cTelecommunity)は,ア ジ

ア ・太平洋地域における電気通信の開発を促進し,地 域電気通信網の整備拡

充を主たる目的 として,そ の設立憲章が第32回ESCAP(ア ジア ・太平洋経

済社会委員会)総 会(1976年3月 開催)に おいて採択された。我が国 は,

1977年11月25日 に同憲章の批准を終えた。同憲章は,APT本 部所在国であ

るタイを含む7か 国の批准書が寄託されて1979年2月 に発効した。同年5月

創立総会がパソコクで開催され,同 年7月 に事務局が発足 し,APTの 活動

が開始された。APTは 国際電気通信条約(1973年 マラガ=ト レモ リノス)

第32条 の規定に合致する地域的電気通信機関 でもあ り,加 盟国(19か 国),

準加盟国(2地 域)及 び賛助加盟員(10事 業体)か ら構成されている。

イ.組 織
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APTの 主 要 機 関 は,総 会,管 理 委 員 会 及 び 事 務局 で あ るが,こ の ほ か に

総会 又 は 管 理 委 員 会 はAPTの 目的遂 行 の た め 必要 と認 め る補 助 機 関 及 び 専

門部 会 を 設 置 す る こ とが で きる。 総 会 は,APTの 最 高 機 関 で あ り,す べ て

の 加盟 国及 び 準 加 盟 国 で構 成 され,3年 ご とに 通 常 会期 とし て,ま た,必 要

が あ る場 合 に は臨 時 会 期 と して会 合 す る。

管 理 委 員会 は,共 同体 の す べ て の加 盟 国 及 び準 加盟 国で 構 成 され,総 会 が

決 定 す る方針 及 び原 則 を 実 施 す る機 関 であ る。 事 務局 は,共 同 体 の 首席 の管

理 職 員 で あ る事 務 局長,管 理 委 員会 が必 要 と認 め る数 の事 務 局 次 長(現 在1

名)及 び 管 理 委 員 会 が 必要 と認 め る他 の職 員 で 構 成 され る。 我 が 国 か らは,

創 立以 来 引 き続 き事 務 局 次長 が 派 遣 され る と ともに2名 の長 期 専 門 家 が 事 務

局 に 派遣 され てい る。

ウ.活 動

APTは,ア ジア太 平 洋地 域 の電 気 通 信網 の整 備,拡 充,調 整等 を行 うこ

とを 目的 と して い る。

APTは 通 常 の活 動 の 一 つ とし て,二 つ の ス タ デ ィ ・グ ル ー プを 設置 して

い る。 第1ス タデ ィ ・グル ー プ(SGI)で は 主 と して 国際 電 気 通 信 に 関す

る事項 が,第2ス タデ ィ ・グ ル ・一プ(SGH)は 主 と して 国 内電 気 通 信 に 関

す る事項 が研 究 付 託 事項 とされ てい る。1982年11月1日 か ら6日 ま で開 催 さ

れ た ス タデ ィ ・グル ー プ会合 で は,我 が 国 か ら 「国際 伝 送 路 の 信頼 性 向上 に

関す る配 慮」(SGI),「 電 話 交 換 機 管理 」,「ル ー ラル 通信 方 式 」(SGI)

等 につ い て の 発 表 を行 い,他 の参 加 国 の強 い 関 心 を 集 めた 。

また,1983年 が 世 界 コ ミュニ ケ ー シ ョン年 であ る こ とを記 念 し て,1983年

9月26日 か ら10月1日 まで 「ア ジ ア ・太平 洋電 気 通 信 東京 会合 」 が 開 催 され

た 。

な お,我 が 国 は1982年 度にAPTへ 専 門家5名 を 派 遣 す る と とも に,APT

加盟 国か ら研 修 員3名 を 受 け 入れ てい る。

(2)国 際 連 合 ア ジ ア ・太平 洋 経 済 社 会委 員会(ESCAP)

ESCAP(EconomicandSocialCommissionforAsiaandthePaci丘c)
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は,国 連経済社会理事会(ECOSOC)の 監督下にある地域経済委員会の一つ

で,1947年3月 に設立 された国連アジア極東経済委員会(ECAFE)の 名称が

変更され(1974年9月),現 在に至っているものである。

ESCAPの 本部はバ ンコクにあ り,地 域内各国の経済 ・社会開発のための

協力をはじめ,こ れに関する調査 ・研究 ・情報収集等を行っている。現在の

加盟国は,域 内国39,域 外国5の 計44か 国(う ち準加盟国9か 国)で 我が国

は1952年 の第8回 総会で準加盟が認められ,次 いで1954年 に正式加盟が認め

られた。

ESCAPに は,総 会の下部機構として,現 在,九 つの常設委員会があり,

その一つである海運 ・運輸通信委員会の運輸 ・通信ウイングは隔年 ごとに開

催 されることになっているが,そ こでは域内の電気通信及び郵便の開発に関

する技術及び経済関係の諸問題の討議勧告を行い,そ の実施状況の検討がな

されている。

また,ESCAPは 必要に応 じてセ ミナ,シ ンポジウム等を開催しているが,

最近では 「1980年代の郵便に関するセ ミナ」が1983年5月31日 から6月6日

までタイのバンコクで開催 され,郵 政省からも2名 の代表が出席 した。

(3)国 際海事機関(IMO)

ア.概 要

IMO(旧 称,政 府間海事協議機関(IMCO))は,海 運に影響のあるすべ

ての事項について,国 際協力を促進することを目的として設立された国際連

合の専門機関の一つである。海上交通の増大と高速化に伴い,船 舶の航行,

人命財産等の安全を確保するための重要な手段である無線通信の役割は,近

年飛躍的に高まってお り,IMOの 通信分野における活動 もとみに活発化し

ている。

これまでに,IMOの 招集する国際会議において,「1974年 の海上における

人命の安全のための国際条約」(以下 「1974SOLAS条 約」 という。),「1977

年の漁船の安全のための トレモリノス国際条約」,「1978年の船員の訓練及び

資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」,「国際海事衛星機構(イ ンマ
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ルサッ ト)に関する条約」及び 「1979年の海上捜索救助に関する国際条約(S

AR条 約)」 等,無 線通信に関係する多くの条約が採択されている。

また,船 舶の航行 と人命財産の安全を確保するため,海 上における遭難 ・

安全通信制度,船 舶に備える無線設備の備付要件及びその技術基準等につい

ても,多 くの決議がIMOの 総会で採択されている。

なお,IMOは,1975年11月 に採択されたIMCO条 約の改正が1982年5

月22日に発効したことにより,同 日よりその名称がIMCOか らIMOに 変

わった。

イ.組 織

IMOは,総 会,理 事会,海 上安全委員会及び海洋環境保護委員会等の各

種委員会,機 関が必要と認める補助機関及び事務局で構成されてお り,無 線

通信に関する事項は,主 として,海 上安全委員会及びその補助機関である無

線通信小委員会で審議されている。

ウ.活 動

1982年度においては,無 線通信に関し,次 の二つの会議が開催された。

⑦ 第47回海上安全委員会(1982.9.13～9.17ロ ンドン)

海上安全委員会は,航 行援助施設,船 舶の構造及び設備,海 上におけ

る安全に関する手続及び要件等,海 上の安全に直接影響のある事項につ

いて審議することを主たる任務としている。

今次会合は,専 ら,1974SOLAS条 約の第二次改正について,そ の

最終草案を作成するために開催されたもので,無 線通信関係 に つ い て

は,新 たに,遭 難の際に捜索救助作業を容易にするための電波の発射を

行 う非常用位置指示無線標識(EPIRB)と 遭難の際に船舶と救命艇 との

間等で近距離通信を行 うための無線電話装置の備付け要件及びその技術

基準が同条約改正案に盛 り込まれることになった。

(イ)第25回 無線通信小委員会(1982.12.13～12.17ロ ソ ドン)

無線通信小委員会は,海 上安全委員会の任務のうち,海 上における無

線通信に関する諸問題について,専 門的な立場から検討を行い,そ の結
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果を同委員会に報告し,意 見を表明することを任務としている。

今次会合においては,1990年 に導入することを 目標に同小委員会で精

力的に検討を行っているFGMDSSの 審議に重点がおかれ,FGMDSS

における船舶の無線設備の搭載要件について一応の最終草案を作成 した

ほか,ITUの 移動業務 に闘すごる世界無線通信主管庁会議(WARC-

Mobile1983,ジ ュネーブ)に 対するIMOの 要望等について検討を行

った。

(4)国 際民間航空機関(ICAO)

ア.概 要

ICAOは,国 際民間航空の安全かつ秩序ある発達及び国際航空運送業務の

健全で経済的な運営を図ることを目的として設立された国際連合の専門機関

の一つである。

航空の分野においても,通 信あるいは航行援助に多 くの電波が使用されて

いることから,ICAOの 主要な任務には,航 空通信の要件,無 線設備の技術

基準,航 空通信に分配された周波数の使用等について国際的な統一基準を設

定することが含まれている。これらの具体的な内容は,ICAOの 標準及び勧

告方式として国際民間航空条約の附属書に規定されている。また,対 外的に

は,国 際民間航空に影響のある問題について,ITU等 他の国際機関の行 う

研究活動に参加す ることも大きな任務の一つ となっている。

今日,こ の分野における電気通信の課題としては,電 子技術を十分に活用

しての通信の自動化の促進,無 線航行援助施設の性能の向上及び新技術の研

究開発,宇 宙通信技術の導入等が挙げられる。

イ.組 織

ICAOの 組織は,総 会,理 事会,事 務局等のほか,そ れぞれの分野におけ

る専門的な活動を行 う各種委員会や地域航空会議等の補助機関によ り構成さ

れてお り,無 線通信に関する事項は,主 として,航 空委員会及びその下部機

関である通信部会等で審議 され,そ の結果を理事会に勧告,助 言することに

なっている。
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ウ,活 動

1983年1月11日 から29日までシンガポールにおいて,第2回 アジア ・太平

洋地域航空会議が開催された。この会議は,ア ジア ・太平洋地域の航空路線

網のための飛行場,航 空交通業務,気 象,通 信及び無線航行援助施設等に関

する地域航空計画の作成を目的とするものである。

今次会議で審議された無線通信に関する主な事項は,航 空移動業務用VH

F周 波数利用計画を見直し,現 在の100kHzセ パ レーションでの割当てが困

難となった場合に50kHz,続 いて25kHzセ パレーションの順に周波数割当

てができるようにすること,及 びVHF帯 の空対空通信用周波数 とし て

128.95MHzを 承認することであった。

(5)国 際連合宇宙空間平和利用委員会

国際連合宇宙空間平和利用委員会は,国 際連合総会の下に宇宙空間の平和

利用に関する問題を検討することを目的として設置された機関であ り,国 際

連合総会に よって付託された審議事項について,委 員会自体が審議を行 うほ

か,問 題点を専門的に検討するためにその下部機関として設置 した科学技術

小委員会及び法律小委員会の作業を基にして審議を行っている。当面付託さ

れている審議事項には,衛 星による地球の遠隔探査(リ モー ト・セ ン シン

グ),衛 星による直接テ レビジョン放送,宇 宙定義及び静止軌道,宇 宙 にお

ける原子力電源の使用等がある。

科学技術小委員会は,宇 宙空間の平和利用に関する科学技術面の検討を行

ってお り,1982年1月11日 から22日 まで第19会期会合を開催 した。また,法

律小委員会は,宇 宙空間の平和利用に関する法律面の検討を行 っ て お り,

1982年2月1日 から19日まで第21会 期会合を開催した。

宇宙空間平和利用委員会は,1982年3月22日 から4月1日 まで第25会 期会

合を開催 した。この会合においては,前 年の第36回 国連総会の決議 を踏ま

え,上 述の付託事項の中から衛星による直接テレビジョン放送に係る原則案

の作成について,重 点的な審議が行われた。

しかしこの原則案の作成をめぐって今回も従来 と同様,西 側諸国が主張す
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る情報の自由,す なわち情報の自由流通の確保の観点から,送 信に当たって

の受信国の合意は,ITUの 規則による同意のみに限定するとする案と,東

側諸国と開発途上国が主張する情報伝搬の一部規制,す なわち衛星を利用し

た放送の影響力の大なることにかんがみ,送 信に当たっては最低限事前に受

信国の合意を得ることが必要であるとする案とが対立し,妥 協点が見出せな

かった。

しか し,東 側諸国及び開発途上国側寄 りの表現で起草された原則案が同年

の第37回 国連総会に提案され,西 側諸国が反対 したものの,表 決により採択

されている。

また,こ の会合では上述のほか,第33回 国連総会の決議により開催される

こととなった第2回 国連宇宙会議(1982.8.9～8.21,ウ イーン)の 準備委員

会としての作業を行い,同 会議の最終報告書案の詳細な審議を行った。

この審議においては,主 に先進国と開発途上国との間で対立がみ られ,特

に静止衛星軌道の利用,国 連宇宙センタの設置及び宇宙空間の軍事利用等が

問題になったが,第2回 国連宇宙会議の場において妥協が図られ,国 連に対

する報告書が採択 された。

(6)経 済協力開発機構(OECD)

OECDは,1961年 に欧州経済協力機構(OEEC)を 発展的に改組して発

足 した国際機関であ り,我 が国(1964年 加盟)を 含む先進24か 国が加盟 して

いる。OECDは 経済成長,開 発援助,貿 易拡大の三大 目的を有 してお り,

これを達成するため,加 盟国相互の情報及び経験の交換,政 策の調整,共 同

研究等を行 っている。

OECDの 組織は,上 部機構 として全加盟国によって構成されOECDの 意

見の正式決定機関である理事会,理 事会の補佐機関である執行委員会等があ

り,下 部機構 として経済政策委員会,開 発援助委員会及び貿易委員会など約

30の 各種委員会及び事務局がある。

OECDの 活動は,経 済,科 学,社 会,教 育等広範な分野に及んでいる。

電気通信政策に関する諸問題は,従 来,科 学技術政策委員会(CSTP)の
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下 に設 置 され て い た情 報 ・電 子 計 算 機 ・通 信 政 策 作業 部 会(ICCP作 業 部 会)

を 中 心 に 検 討 され て い た が,近 年 こ の分 野 の 重要 性 が増 大 して き て い る こ

とか ら,ICCPは,1982年4月1日,情 報 ・電 子計 算機 ・通 信 政 策 委 員会

(ICCP委 員 会)と して昇 格 した 。

ICCP委 員 会 は,1982年 度 に お け る最 重 点 課 題 とし て 「電 気 通 信 サ ー ビス

に おけ る市 場 構 造 変 化 の 国際 的 意 義 に関 す る特 別 会合 」 を開 催 し,電 気 通信

分 野 に おけ る独 占 と競 争 の 問題 等 につ い て 討 議 を 開始 した 。

1982年 度 に お け るICCP委 員会 関係 の主 な もの は,次 の とお りで あ った。

① 情 報技 術,生 産 性 と雇 用専 門家 会 合(1982.9.2～9.3)

②ICC統 計専 門家 会 合(1982.9.16～9.17)

③ 第4回 国際 デ ー タ流 通 専 門 家会 合(1982.9.23～9.24)

④ 第1回ICCP委 員会 会 合(1982.9.27～9.29)

⑤ 電 気 通 信サ ー ビスに お け る市 場 構 造 変 化 の 国 際 的 意 義 に 関す る特 別 会 合

(1982.12.13～12。15)

⑥ 第2回ICCP委 員会 会 合(1983.3.7～3.9)

⑦ 情 報技 術 と工 業 化 の 遅 れ た 加盟 国 に 関す る ア ドホ ッ ク会合(1983.3.9)

⑧ プ ライ バ シー保 護 ガ イ ドライ ン,個 人 デ ー タ越 境 流 通 ア ドホ ッ ク会 合

(1983.3.10～3.11)

(7)国 際 連 合教 育 科学 文 化 機 関(UNESCO)

ユ ネ ス コは,国 際 連合 の専 門 機 関 の 一 つ で あ り,教 育,科 学,文 化 等 多 様

な 分野 で活 動 を 行 って い る が,取 り分 け 近年 は コ ミュニ ケ ー シ ョン分野 に 関

心 を 深 め てい る。

1980年9月 か ら10月 まで ベ オ グラ ー ドに お い て 開催 され た 第21回 ユネ ス コ

総 会 は,主 に 開発 途 上 国に お け る コ ミュニ ケ ー シ ョン分 野 の開 発 を 促 進 す る

た め に 国 際 協 力 を強 化 す る こ とを 目的 とした 国 際 コ ミ晶ニ ケ ー シ ョン開 発計

画(IPDC)を 設 立 す る こ とを 決 定 した 。

1982年12月13日 か ら20日 ま で,パ リの ユ ネ ス コ本 部 に お い て,IPDC第3

回政 府 間理 事 会 が 開 催 され,1983年 度 予 算 とし て1,912千 ドル を採 択 した。
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な お,1983年 度 予 算 が 配 分 され た プ ロ ジ ェ ク トは,地 域 及 び 地域 間 プ ロ ジ

ェ ク ト18件,国 内 プ μジ ェ ク ト15件 の 計33件 とな った。

第2節 国 際 協 力

1通 信 ・放送分野における国際協力

通信 ・放送は,経 済 ・社会開発の基盤となる施設として不可欠なものであ

り,そ の整備状況がその国の経済 ・社会 ・文化の発展に与える影響は計 り知

れないものがある。

近年,開 発途上国においては,通 信 ・放送関係基盤施設の整備 ・拡充を国

の経済 ・社会開発計画の一環としてとらえ,そ の開発 プロジェク トを先進国

の協力を得ながら,積 極的に推進している。特に我が国の通信 ・放送は,そ

の技術協力において世界の トップ ・レベルにあ り,加 えて世界有数の経済力

を持つことから,我 が国に対す る開発途上国の期待は大きく,郵 政省は,関

係機関の協力を得ながら通信 ・放送分野における国際協力を積極的に推進 し

ているところである。

2国 際協力の実績

(1)概 況

国際協力を大別すると,研 修員の受入れ,専 門家の派遣等を行 う技術協力

と開発プロジェク トに対して資金を供与する資金協力との2つ に 分 け られ

る。また,援 助の主体からみると,日 本政府 と相手国政府 との2国 間の合意

によるもの,す なわち2国 間ベースによるものと,国 際機関を通じて行 うも

の,す なわち多国間ベースによるものとに分けられるが,こ の うち,通 信分

野における多国間ベースによるものは,ITU,UPU等 を通 じて行 う技術協

力が主体 となっている。

ア.技 術 協 力
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技 術 協 力 の形 態 と して は,研 修 員 の 受 入れ,専 門 家 の 派遣,開 発 調 査 の 実

施,海 外 技 術 協 力 セ ンタ の設 置 ・運 営 等 が あ り,こ れ ら政 府 ベ ー ス の技 術 協

力 は,主 に 国 際 協 力 事 業 団(JICA)を 通 じて実 施 され る。

(ア)研 修 員 の 受 入れ

研 修 員 の 受 入れ は,開 発 途 上 国の 通信 ・放 送 関 係技 術者 を 受 け 入 れ

て,我 が 国 の 進 ん だ技 術 を 習 得 させ る もの で,57年 度 に お い て は429名

の 研 修 員 を 受 け 入れ て お り,政 府 全 体 の受 入 れ の 中 で も貴 重 な 部 分 を 占

め てい る。

(イ)専 門 家 の 派遣

専 門 家 の 派遣 は,開 発 途 上 国 へ 通 信 ・放 送 の 専 門家 を 派遣 し て,現 地

で 職 員 の 訓練,通 信 ・放 送 施 設 の建 設,保 守 及 び 運 用 面 の指 導,開 発 計

画 の 企 画 ・助 言等 を 行 うもの で,57年 度 に お い て は,175名 の 専 門 家 を

派 遣 して い る。

㈲ 開 発 調 査

開 発調 査 は,開 発 途 上 国 の 通 信 ・放 送 関係 の 開発 計 画 につ い て 調 査 団

を 編 成 し,現 地 作 業及 び 国 内作 業 を行 っ て,そ の 計 画 の実 現 に 協 力 す る

もの で,マ ス タ ー プ ラ ン調 査,よ り具 体 的 に プ ロ ジ ェ ク トの経 済 的 ・技

術 的 可 能 性 を探 る フ ィー ジ ビ リテ ィ調 査 及 び これ らの調 査 に 先 立 って行

う事 前 調 査 等 が あ る。57年 度 に お い て実 施 した 開発 調 査 は,15件 で114

名 の 専 門家 が これ に参 加 して い る。

㊥ 海 外技 術 協 力 セ ン タ

海 外 技 術協 力 セ ン タは,開 発途 上 国に お け る 通 信 ・放 送 関係 の 技 術

者,人 材 の養 成,技 術 の 研 究開 発 等 を 行 うた め に現 地 に 設置 され る もの

で,我 が 国 は,専 門 家 の 派遣,機 材 の供 与,相 手 国の カ ウ ソタ ー パ ー ト

の研 修 実 施 等 を通 じて 協 力 を行 って きた。57年 度 に お い て は,タ イ,パ

キ ス タ ソ.ペ ル ー,シ ン ガポ ー ル,パ ナ マ及 び フ ィリ ピンの6か 国の セ

ン タに 対 し77名 の専 門 家 を 派遣 してい る。

イ.資 金 協 力
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開発途上国に対する資金協力の主要な形態には,円 借款等の有償協力と無

償協力とがある。57年 度においては,ケ ニァ,ペ ルー,ジ ョルダン.ザ ンビ

ア,ガ ーナ,パ キスタン及び ソマリアの通信関係プロジェク トに対 して円借

款が供与され,タ イ,ビ ルマ,バ ングラデシー及びイン ドネシアの放送関係

プロジェクトに対し無償協力が行われた。

(2)技 術 協 力

ア.研 修員の受入れ

研修員の受入れ方式には,大 別して集団研修と個別研修 とがある。集団研

修は,開発途上国に共通してニーズの高い分野を選定し,あらか じめ研修コー

スを設定し,集 団的に研修を実施するもので,57年 度においては324名 を受

け入れており,ま た個別研修は,開 発途上国から個々に要請される専門分野

について研修を行 うもので,57年 度においては105名 を受け入れている。個別

研修には,研修分野を限定しない単発要請,特定地域あるいは特定国を対象と

する特設コース,プ ロジェクトの相手国側関係者(カ ウソターパー ト)の受入

れ,UPU,ITU等 の国際機関からの要請による受入れが含まれる。研修対

象者は,開 発途上国の政府機関,公 共機関及び民間の通信 ・放送関係で活躍

する技術者,行 政官,研 究者等で,当 該国政府から推薦されたものである。

(ア)郵 便,貯 金関係

郵便分野における研修員の受入れは,郵 政幹部セ ミナの開催 と個別研

修員の受入れにより38年度から実施してお り,56年 度までに合計222名

を受け入れている。57年 度は,ア ジア ・大洋州地域を対象とす る郵政幹

部セミナを開催し,郵 便業務の管理 ・運営の一般的問題について討議を

行ったが,こ のセミナには,15か 国から15名が参加した。 また,個 別研

修員としては,ア ジア ・大洋州地域から郵便業務関係で1か 国1名,郵

便貯金業務関係で1か 国2名 を受け入れた。

APPU職 員交換計画では,56年 度までに合計136名 を受け入れてお

り,57年 度には13名を受け入れた。

また,国 連の開発途上国間技術協力(TCDC)計 画の 一環 と し て,
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UPUが ア ジ ア ・太 洋 州 地 域 の 開発 途 上 国の 郵便 専 門家 養 成 の た め に組

織 した 訓練 コー ス の研 修 員14名 を受 け入 れ た 。

(イ)電 気 通 信 関 係

電 気 通 信 分野 に お け る研 修 員 の 受 入れ は,我 が 国 が29年 に コ ロンボ プ

ラ ンに 加 盟す る と と もに 開 始 され,56年 度 まで に 受 け入 れ た 研 修 員 の総

数 は,ア ジア ・大洋 州地 域 で1,306名,中 近東 ・ア フ リカ地 域 で780名,

中南 米 地 域 で823名,ITU等 の 国連 計 画 で207名,ITU共 催 セ ミナ で

177名,そ の他38名,計3,331名 に達 し てい る。

電 気 通 信 関係 の研 修 は,当 初,開 発 途 上 国の 個 々の要 請 に 基 づ き個 別

研 修 と して 実施 され てい た が,37年 度 に集 団研 修 コー スを 創設 し て 以

来,コ ース の拡 大 ・強 化 を 進 め,57年 度 にお い て は,電 話 交 換 技術(1)

及 び 同(H),国 際 電 信 電 話 業 務,衛 星通 信 技 術(普 通)及 び 同(上 級),

搬 送 電 話技 術,電 話 線 路 技 術,マ イ ク ロウ ェー ブ通信 技 術,無 線 通 信技

術,国 際 テ レ ッ クス通 信 技 術,電 話 網 計 画 設 計,国 際 電 話 交 換 技術,国

際 デ ータ通 信技 術,電 気 通 信 幹部 セ ミナ並 び に 電気 通 信 開 発 セ ミナ の 集

団 コ ース15コ ー スを 設 置 して218名 の受 入 れ を 実 施 した。56年 度 に 比ぺ

受 入 れ 研 修 生数 は11名 増 加 した 。

この 受 入れ を地 域 別 に み る と,ア ジ ア ・大 洋 州 地域 で91名,中 近 東 ・

ア フ リカ地 域 で70名,中 南 米 地 域 で89名,ITU,APT等 国際 機 関 計 画

で13名,計263名(集 団218名,個 別45名)と な って い る。

57年 度 に 実施 した 集 団 研 修 及 び個 別研 修 の概 要 は 次 の とお りであ る。

〔集 団研 修 〕

① 電 話交 換技 術 第 一 コ ー ス 〔第16回 〕(57.4.1～57.7.11)

電 子交 換 機 の基 礎 知 識,シ ス テ ム計 画,施 設 設計 及 び 保守 に至 る知 識 を

習 得 させ る こ とを 目的 とす る コ ース で,16か 国,17名 が 参加 した 。

② 電 話 交 換 技 術 第ニ コ ー ス 〔第5回 〕(57.7.22～57.10.31)

電 子 交 換 機 の基 礎 知 識,シ ス テ ム計 画,施 設 設 計 及 び 保守 に至 る知 識 を

習 得 させ る こ とを 目的 とす る コ ース で,19か 国,19名 が 参 加 した。
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③ 国際 電 信 電話 業 務 コ ー ス 〔第21回 〕(57.4.29～57.7,12)

国際 電 報,電 話,テ レッ クス 等 国 際 電気 通信 業 務 全 般 の運 用,管 理 に 関

す る知 識 を 習 得 させ る こ とを 目的 とす る コ ース で,11か 国,12名 が 参 加

した 。

④ 衛 星 通 信技 術(普 通)コ ー ス 〔第15回 〕(57.429～57.8.1)

イ ンテ ル サ ッ ト衛 星通 信 方 式 の 基 礎 及 び 全 般 に つ い て,理 論 と設 備 の知

識 を 習 得 させ,さ らに衛 星通 信 地 球 局 設 備 の 運 用 及 び 保 守 の 実 務 を 習 得 さ

せ る こ とを 目的 とす る コー ス で,11か 国,11名 が 参 加 した 。

⑤ 衛 星 通 信 技 術(上 級)コ ー ス 〔第11回 〕(57.8.26～57.11.8)

イ ソテ ルサ ッ ト衛 星 通 信技 術 の経 験 者 に対 し,そ の 技 術 及 び 知 識 を 補

足,更 新 し,さ らに 新技 術 に 関す る知 識 を 与 え る と と もに,衛 星 通 信 地 球

局 の 管 理,運 営 に つ い て の知 識 を 習得 させ る こ とを 目的 とす る コ ー ス で,

14か 国,14名 が参 加 した 。

⑥ 搬 送 電 話 技 術 コ ース 〔第18回 〕(57,4,29～57.8.8)

搬 送 電 話 回 線 網 の 設 計,建 設,保 守 等 に 関す る最 新 の技 術 と知 識 を習 得

させ る こ とを 目的 とす る コ ース で,16か 国,17名 が 参 加 した 。

⑦ 電 話 線 路 技 術 コ ー ス 〔第18回 〕(57.6.3～57.9.12)

電 話 線 路 施 設 の計 画,設 計,建 設,保 守 に 関 す る一 連 の 知 識 と技 術 を 習

得 さ せ る こ とを 目的 とす る コ ー スで,14か 国,17名 が 参 加 した 。

⑧ マ イ ク ロウ ェー ブ通 信 技 術 コ ー ス 〔第19回 〕(57.7.1～57.10.10)

マ イ ク ロウ ェー ブ通 信 に 係 る一 連 の技 術 と知 識 を 習 得 させ る こ とを 目的

とす る コー ス で,16か 国,18名 が参 加 した 。

⑨ 無 線 通 信 技 術 コ ー ス 〔第9回 〕(57.9.9～57.12,19)

マ イ ク ロ ウ ェー ブ通 信 を 中心 に,ル ー ラ ル無 線 通 信 及 び 移 動 通 信 にわ た

る一 連 の 技術 と知 識 を 習 得 させ る こ とを 目的 とす る コ ー ス で,13か 国,14

名 が 参 加 した 。

⑩ 国 際 テ レッ クス 通 信技 術 コー ス 〔第21回 〕(57.8.26～57.11.15)

国際 テ レ ッ クス通 信 技 術 に お け る交 換 方 式 一般,電 子交 換 シス テ ムに っ
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い て の理 論 と設 備 の 運 用 及 び 保守 につ い て の知 識 を 習 得 させ る こ とを 目的

とす る コー ス で,13か 国,13名 が参 加 した 。

⑪ 電話 網 計 画 設 計 コ ース 〔第10回 〕(57.10.21～58.2.6)

電話 網 の計 画,設 計 に 必 要 な知 識 と技 術 を 習 得 さ せ る こ とを 目的 とす る

コ ース で,14か 国,18名 が 参 加 した。

⑫ 国 際 電 話交 換 技 術 コ ース 〔第6回 〕(58.1.6～58.3.27)

国 際 電 話交 換 技 術 に おけ る交 換方 式 一 般,電 子交 換 シ ステ ム等 の理 論 と

設 備 の 知 識 を 与 え,さ らに 設 備 の 運用,保 守 に つ い て の知 識 と技 術 を習 得

させ る こ とを 目的 とす る コ ース で,15か 国,15名 が 参加 した 。

⑬ 国際 デ ータ 通 信技 術 コ ー ス 〔第2回 〕(58.1,6～58.3.21)

国際 デ ー タ通 信 に 関す る基 礎 及 び 全 般 につ い て の 理論 と設 備 の 知 識 を与

え,さ らに 設 備 の 運用,保 守 技 術 を 習 得 さ せ る こ とを 目的 とす る コ ース で

13か 国,13名 が 参 加 した。

⑭ 電 気 通 信 幹 部 セ ミナ 〔第18回 〕(57.10.11～57.10.24)

中 南米 地 域 の 電 気 通 信主 管 庁 又 は 公 衆電 気通 信 企 業 体 の幹 部 を 対 象 と し

て,電 気 通 信 事 業 運営 上 の諸 問 題 に つ い て 討論 し,参 加 国 の電 気 通 信 事業

の 発展 に寄 与 す る こ とを 目的 とす る コー ス で,8か 国,8名 が参 加 した。

⑮ 電 気通 信 開 発 セ ミナ 〔第14回 〕(58.3.6～58.3.19)

ア ジア ・大 洋 州 地 域 の電 気 通 信 主 管 庁 又 は公 衆 電 気 通 信企 業 体 の幹 部 を

対 象 とし て,電 気 通 信 事業 運 営 上 の 諸 問 題 につ い て 討 論 し,参 加 国の 電 気

通 信 事業 の発 展 に 寄 与す る こ とを 目的 とす る コー ス で,10か 国,12名 が参

加 した。

〔個 別 研 修〕

57年 度 に 個 別 研修 員 と して 受 入れ た もの は45名 で,そ の 内訳 は次 の とお り

で あ る。

衛 星 通 信 技術2か 国2名,電 話 網 保 守 管 理1か 国6名,コ ン ピ ュー タ技 術

1か 国6名,電 信 技 術1か 国1名,職 員訓 練3か 国3名,回 路部 品 製 造技

術1か 国1名,電 話 線 路 技 術1か 国1名,デ ー タ通 信技 術2か 国3名 ・電
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話交 換技 術1か 国1名,電 気 通 信 事 情 視 察2か 国3名,マ イ ク ロ波 通 信 技 術

2か 国3名,そ の 他3か 国15名 であ る。

な お,こ の ほか に,中 国か ら科 学 技 術 の 現 状調 査 団24名 を 受 け 入 れ た 。

(ウ)電 波 ・放 送 関係

電 波 ・放 送 分 野 に お け る研 修 員 の 受 入れ は,36年 度 か ら,開 発 途 上 国

の個 々の要 請 に基 づ き研 修 可 能 な 分 野 に つ い て個 別 研 修 員 と して 受 け入

れ て いた が,38年 度 に テ レ ビジ ョン放 送 管理,教 育 テ レ ビ ジ ョソ放 送 番

組 及 び テ レ ビジ コン放 送技 術 の3集 団研 修 コー ス を創 設 して 以来,コ ー

ス の拡 大 ・強 化 を 進 め,57年 度 に お い て は,テ レ ビジ ョ ン放 送 管理,ラ

ジ オ放 送 技 術,テ レ ビジ ョン放 送技 術(1)及 び 同(■),教 育 テ レ ビジ コ

ソ番 組,電 波 監 視 及 び 放 送 幹 部 セ ミナ の 計7コ ー ス の 集 団 研修 を 実施 し

た。

電 波 ・放 送 分 野 で は,56年 度 まで に ア ジア ・大 洋 州地 域 で674名,中

近 東 ・ア フ リカ地 域 で341名,中 南 米地 域 で196名,ITU等 の 国連 計

画 で29名,そ の 他25名,計1,265名 を受 け入 れ て い る。

57年 度 に お い て は,ア ジ ア ・大 洋 州地 域 で57名,中 近 東 ・ア フ リカ地

域 で21名,中 南 米 地域 で19名,計97名(集 団83名,個 別14名)を 受 け入

れ た 。

57年 度 に 実 施 した 集 団研 修 及 び個 別研 修 の概 要 は,次 の と お り で あ

る。

〔集 団 研 修 〕

① テ レ ビジ ョン放 送 管理 コー ス 〔第16回 〕(57.5.6～57.6。18)

放 送 法 制,世 論 調 査,番 組 制 作,テ レ ビジ ョン放 送 技 術 の概 要 等 テ レビ

ジ ョン放 送 の 管 理,運 営 に携 わ る 中堅 幹 部 職 員 と し て必 要 な 知 識 を 習 得 さ

せ る こ とを 目的 とす る コー ス で,9か 国,9名 が参 加 した 。

② ラ ジオ放 送技 術 コー ス 〔第10回 〕(57.7.1～57.9.13)

ラ ジオ 送 信 シス テ ム,FM・ 中 波 及 び 短 波放 送 を 含 む 音声 放 送 技 術 全 般

につ い て の 最新 の技 術 と知 識 を 習 得 させ る こ とを 目的 とす る コー ス で,10
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か 国,10名 が参 加 した 。

③ テ レビ ジ ョ ン放 送 技 術(1)コ ース 〔第20回 〕(57.7.1～57。10.4)

カ ラー テ レ ビジ ョン放 送 技 術 の 基礎 知 識 及 び テ レ ビジ ョン放 送 機 器 の 運

用,保 守 等 に 関す る最 新 の技 術 を 習 得 させ る こ とを 目的 とす る コー スで,

13か 国,15名 が 参 加 した。

④ 教 育 テ レビ ジ ョン番 組 コ ー ス 〔第20回 〕(57.7.15～57.10.4)

教 育 テ レ ビジ ョン番組 に 関す る映 縁 効果,ア ニ メ ー シ ョソ技 術,番 組 編

成,番 組 制 作 の 企 画,演 出等 の知 識 と技 術 を習 得 させ る こ とを 目的 とす る

コー スで,12か 国,13名 が参 加 した 。

⑤ 電 波 監 視 コ ース 〔第9回 〕(57.8.5～57.9.30)

無 線 周 波 数 の 監 視 に 関す る基 礎 知 識 を 習 得 さ せ る とと もに,我 が 国 の監

視機 器 の 運 用 と保 守 に 関す る最 新 の知 識 と技 術 を習 得 させ る こ とを 目的 と

す る コ ー スで,11か 国,12名 が参 加 した。

⑥ テ レ ビジ ョン放 送技 術(H)コ ー ス 〔第9回 〕(58.1,6～58.3.14)

カ ラ ー テ レ ビジ ョン放 送技 術 の基 礎 知 識 及 び テ レ ビジ ョン放 送 機器 の運

用,保 守 等 に 関 す る 最新 の技 術 を 習 得 させ る こ とを 目的 とす る コ ース で,

13か 国,13名 が 参 加 した。

⑦ 放 送 幹 部 セ ミナ 〔第12回 〕(57.11.14～57.11.27)

放 送 行 政 及 び 放 送 事業 に携 わ る幹 部 職 員 を対 象 と し,我 が 国の 放送 の現

状 紹 介 と併 せ て 放 送 事 業 運営 上 の諸 問 題 に つ い て討 論 し,も って 参加 国 の

放 送 事業 の発 展 に 寄 与す る こ とを 目的 とす る コ ース で,10か 国,11名 が参

加 した。

〔個 別 研修 〕

57年 度 に お い て個 別研 修 員 とし て 受 け 入れ た もの は14名 で,そ の 内 容 は,

テ レ ビジ ョン放 送 技 術1か 国1名,教 育 テ レ ビ番組 制 作7か 国9名,電 波 監

理1か 国1名,そ の 他2か 国3名 で あ る。

ω 第 三 国研 修 の 実 施

第 三 国研 修 は,我 が 国 が特 定 の 開 発途 上 国 で協 力 して い る プ ロジ ェク
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トや 技 術 訓 練 セ ン タに,生 活環 境 の類 似 した 近 隣 諸 国か ら研 修 員 を 受 け

入れ て,技 術 移 転 を 効 率 的 に 実 施 す る 現地 研 修 方 式 で あ る。

57年 度 は,前 年 度 に 引 き続 い て メキ シ コ,タ イ及 び ケ ニ ア に お い て電

気 通 信 分 野 の 研修 を実 施 した 。

① メキ シ コに お け る第 三 国研 修(伝 送 無 線技 術 コー ス)〔 第7回 〕

(57.9.20～57.11.26)

メキ シ コ通 信 運輸 省電 気 通 信 総 局 所 属 の 電 気 通 信 学 園 に お い て,伝 送 無

線 技 術,ル ー ラ ル電 話方 式,マ イ ク ロ波 回線 設 計,マ イ ク ロ波 伝 搬 理 論 等

の知 識 及 び 技 術 を 習 得 させ る こ とを 目的 と して 実 施 し,7か 国,22名 が 参

加 した。

② タ イ に お け る第 三 国研 修(電 気 通信 技 術 コー ス)〔 第6回 〕

(58.1.12～58.3.15)

タ イ政 府 と合 同 で,モ ソ クッ ト王 工科 大 学 に お い て,国 際 デ ィジ タ ル伝

送 方式 及 び デ ィジ タ ル電 話 交 換 の 知 識 及 び技 術 を 習得 さ せ る こ とを 目的 と

して 実 施 し,11か 国,18名 が 参 加 した 。

③ ケ ニア に お け る第 三 国研 修(マ イ ク βウ ェー ブ通 信技 術 コ ース)

〔第4回 〕(58.3.14～58.5。13)

ケ ニ ア郵 電 公 社附 属 中央 学 園 に おい て,マ イ ク ロ波 通 信 に 係 る専 門 知識

を 習 得 させ る と と もに デ ィジ タ ル ・マ イ ク ロ方 式 及 び 光 フ ァ イバ 伝 送 方 式

等 新 伝 送 技 術 も含 め,幅 広 い知 識 及 び 技 術 を 習 得 させ る こ とを 目的 と して

実 施 し,7か 国,17名 が 参加 した。

㈹ 帰 国研 修 員 巡 回 指 導

第2-8-9表57年 度 の帰国研 修員巡 回指導

対象研修・一ス矧 派遣人則 派 遣 国 i瀧 燗

電話網計画設計

電気通信第三国研修

3名 メ キ シ コ,コ ロ ン ビ ア,ブ ラ ジ ル

・司 ・・λ ・イ

57,11.29

～57 .12.18

1
57.11.30

～57.12.且6
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帰 国研 修 員 に 対 す る フ ォロー ア ップ事 業 の 一環 として,そ の 所属 機 関

等 を訪 問 して,当 該 研 修 コー ス の効 果 測 定,問 題 点 及 び ニ ーズ の把 握,

新 技 術 の 紹 介 等 を 目的 とし て,57年 度 に お い て は,2チ ー ムを 派遣 し

た(第2-8-9表 参 照)。

イ.専 門家 の 派 遣

専 門家 の派 遣 は,技 術協 力 の一 環 と して 開 発途 上 国又 は 国際 機 関 との条 約

そ の他 国際 約 束 に 基 づ い て行 わ れ る もの で,通 信 ・放 送 の 分 野 に お い て は,

開発 途 上 国 の通 信 ・放 送 関 係 の主 管 庁,事 業 運営 体,研 究 機 関,教 育 訓 練 機

関 等へ 専 門 家 を 派 遣 し,通 信 ・放 送 開 発 計 画 の企 画 ・助 言,施 設 の建 設,保

守,運 用 面 の 指 導,職 員 の 訓練,第 三 国 研 修 に お け る講 義 等 を 行 うこ とに よ

り開発 途 上 国の 人 材 育 成 に貢 献 す る こ とを 目的 として い る。

(ア)郵 便 関 係

郵 便 専 門 家 の 派遣 は,50年 度 か ら開始 され,57年 度 末 まで にJICAベ

ー スに よ る もの とし て,ア ジ ア ・大 洋 州地 域 へ49名,中 近東 ・ア フ リカ

地 域 へ8名,中 南 米 地域 へ8名,計65名 の 専 門家 を 派 遣 し,ま た,APPU

職 員交 換 ベ ース に よ り150名,UNDP/UPUベ ー スに よ り24名,UPU

基 金 ベ ース に よ り1名,海 外 経 済 協 力基 金(OECF)ベ ース に よ り1名

派 遣 して お り,合 計241名 の専 門 家 を 派遣 した 。

57年 度 に つ い て み る と,前 年 度 か ら継 続 の ものを 含 め て,JICAベ ー

スに よ りア ジア ・大 洋 州 地 域 へ3名 の郵 便 専 門家 を 派 遣 した。 また,U

PU国 際 事 務 局(在 ス イ ス)に53年 度 か ら引 き続 き,ア ソ シエ ー ト ・エ

キ スパ ー ト1名 を 派遣 し てい る。

な お,APPU職 員 交 換 ベ ース に よ り,57年 度 に は,5か 国 に13名 の

専 門 家 を 派遣 した。

以 上 の 内 訳 は,第2-8-10表 の とお りであ る。
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第2-8-10表

ベース

57年度の郵便専門家派遣実績一
アジア ・大洋州地域

タ イ

中 国

計3名

2名

1名

郵便業務訓練

切手図案

2UNDP/UPUベ ー ス

区 別 1人 則 任 務

UPU国 際 事務 局

計1名

1(注) 郵便業務一般

(注)ア ソ シエ ー ト ・エ キ ス パ ー ト

3APPU職 員 交 換 ベ ー ス

区 別 1人 則 任 務

タ イ

フ ィ リ ピ ン

イ ン ド ネ シ ア

韓

中

国

国

計13名

1

1

1

1

1

1

1

1

5

郵政監察の組織と役割

人事管理

財政制度及び活動

郵務局の管理

郵便切手及び郵趣サービス

郵便組織及び作業

郵便事業の現況と経営方針

郵便貯金業務

郵便業務全般

(イ)電 気 通 信 関 係

電 気 通 信 専 門家 の 派 遣 は,35年 度 か ら 開 始 され,57年 度 末 ま で に

JICAベ ース に よ る もの と して,ア ジア ・大 洋 州 地 域 へ364名,中 近東

・ア フ リカ地 域 へ238名,中 南 米 地 域 へ306名,国 際 機 関 等 へ28名 派遣

し,ま た,UNDP/ITUベ ー ス に よ り256名,ESCAPベ ース に よ り2

名,APTベ ー ス に よ り5名 派 遣 してお り,計1,199名 の専 門家 を 派 遣

した 。



第8章 国際機関及び国際協カ ー427一

これ らの電 気 通 信 専 門 家 は,主 と して,電 話交 換,マ イ ク ロ ウ ェ ー

ブ,通 信 網計 画,電 話 線 路,電 話 伝 送,衛 星 通 信 等 の分 野 に お い て 開発

途 上 国 の技 術 者 の育 成 及 び 電気 通信 開発 プ ロ ジ ェ ク トの 円滑 な 推 進 の た

め に 協 力 を行 っ てい るが,近 年 の傾 向 と して 電気 通信 網 計 画 の 指 導 助言

を 行 う政 策顧 問的 な 業 務 も増 加 してい る と と もに,電 気 通 信 分 野 の 第 三

国 研 修 の 講 師 とし て も協 力 を 行 って い る。

57年 度 に つ い て み る と,前 年 度 か ら継 続 の ものを 含 め て,JICAベ ー・

ス に よ りア ジア ・大 洋 州地 域 へ33名,中 近 東 一ア フ リカ地 域 へ32名,中

南 米 地 域 へ31名,国 際 機 関 等 へ6名,UNDP/ITUベ ース で8名,APT

ベ ース で1名 ,計111名 を 派遣 した。

以 上 の 内訳 は,第2-8-11表 の とお りで あ る。

第2-8-11表

lJICAベ ー ス

57年度の電気通信専門家派遣実績

区 別 人 則 任 務

ア ジア ・大 洋 州 地 域

シ ン ガ ポ ー ル

フ ィ リ ピ ン

イ ン ド ネ シ ア

フ ィ ジ ー

タ イ

計33名

l

l

l

l

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

データ通信

電気通信計画

電気通信 システ ムエ ンジニア リング

電気通信保守

交 換

電話交換

電話線路

電話伝送

伝送 ・プ ロジェク トマネージャー

トラピ ック

電 力

専門家評価指導

マイ クロウェー ブ通信技術

第三国研修事前調査

トラピック管理

電話伝送

市 内中継線設備設計
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区 別 人 員1 任 務

マ レ イ シ ア

ビ

中

ノレ マ

国

中 近 東 ・ア フ リカ地 域

ク ウ ェ イ ト

ケ ア

リ ペ リ ア

ス ー ダ ン

ジ ョ ル ダ ン

タ

ザ

ス

ン ザ_ア

ン ビ ア

ワ ジ ラ ン ド

サ ウデ ィ ・ア ラ ビア

2

1

1

2

2

計32名

1

1

1

1

1

2

1

7

1

顧客管理

市内加入者線路設備設計

デ ィジタル伝送

電子交換方式

帰 国研修員巡回指導及 び第三 国研修 評価
指導

第三国研修講師(デ ィジタル電話交換 シ
ステム,国 際電気通信網)

SPC交 換機保守運用計画

〃 ソフ トウェア計画

通信施設保守運用

専門家派遣 要請背景調 査

電気通 信網計 画

トラピック管理

保 全

計 画

交 換

電話線路

電話交換

第三国研修講師(マ イ クロウェーブ6,
コンサルテ ィングD

帰 国研修員 巡回指導 及び第三 国研修評価
指導

多重無線 中継

電話交換保守運用

電話交換

局外施設管理運用

保全管理,施 設記録

電話網計画

無 線

電話交換

市 内電話網 計画

線路 計画

ネ ッ トワー クスーパーパ イザー

システムエ ンジニア リング

病院 システムエンジニア
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区 別 i人 則 任 務

中 南 米 地 域

グ ァ テ マ ラ

メ キ シ コ

ノく

ぺ

ナ

ル

マ

ボ リ ビ ア

パ ラ グ ァ イ

エ ク ア ド ル

ホ ン ジ ュ ラ ス

ド ミ ヨ カ

ブ ラ ジ ル

国 際 機 関 等

APT

1

2

計31名

1

2

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

計6名

3

1

1

1

電 信

コンピュータ管理評価

電話交換

電話線路

デー タ通信

衛星通信

海上無線

過 疎地用電話

第三 国研修講師(ル ー ラル電話,マ イク
ロウェー ブ)

訓練セ ンタ総合 ア ドパ ィザー

マイ クロ網 保全管理

電話交換

電話線路

過疎地 用通信網 計画

マ イクロウェー ブ

衛星通 信

電子交換

電話伝送

電話網計画,交 換

国際電話交換

電話交換

デ ィジタル伝送

電話伝送

電話交換

経営管理

無線技術 ア ドパ イザ

電話交換

テ レックス通信

電気 通 信

ネ ッ トワー ク管 理

交 換

マ イ ク ロウ ェ ー ブ
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2UNDP/ITUベ ー ス

区 別 1人 則 任 務

ビ

韓

ノレ マ

国

イ ン ド

サ ウデ ィ ・ア ラ ビア

ア ラブ首 長 国 連 邦

ク ウ ェ イ ト

オ マ ー ン

計8名
テ レプ リソター技術指導

電子交換機技術

光伝送 システム標準化

ビデ オ機器保守修理

伝送 システム

電話交換(ソ フ トウェア)

OPAS電 気通信計画

電話交換

3APTベ ー ス

区 別 1人 則 任 務

APT(タ イ)

計1名

1 APT事 務局次長

㈲ 電波 ・放送関係

電波 ・放送関係の専門家派遣は,電 気通信関係と同じく35年度から開

始され,既 に20年 余を経ているが,そ の間,開 発途上国の経済,社 会,

文化の発展に大きく貢献してきた。

57年 度末現在における専門家派遣実績は,JICAベ ースによりアジア

・大洋州地域へ353名,中 近東 ・アフリカ地域へ70名 ,中 南米地域へ78

名,国 際機関等へ16名 派遣 し,ま たUNDP/ITUベ ースにより7名,

ESCAPベ ースにより4名,計528名 の専門家を派遣 した。

これらの専門家は主 として,開 発途上国の放送事業体及び放送主管庁

においてテレビジョン放送制作技術,テ レビジョン放送番組制作及び放

送局の建設計画 ・運用及び保守について指導 ・助言,技 術者の育成等を

行 うものであるが,最 近は,電 気通信分野と同様に計画分野における政

策顧問的任務 も増加しつつある。

57年度については,前 年度からの継続分を含めて,JICAベ ースにょ



第8章 国際機関及び国際協 カ ー431一

りア ジア ・大 洋 州地 域 へ29名,中 近東 ・ア フ リカ地 域 へ8名,中 南 米 地

域 へ7名,国 際 機 関 等へ3名,計47名 の専 門家 を 派 遣 した。

以 上 の 内 訳 は,第2-8-12表 の とお りで あ る。

第2-8-12表

lJICAベ ー ス

57年 度の電波 ・放送専門家派遣実績一
アジア ・大洋州地域

シ ン ガ ポ ー ル

イ ソ ド ネ シ ア

フ ィ ジ ー

ス リ ・ ラ ン カ

中 国

パ ソ グ ラ デ シ ー

中近東 一アフ リカ地 域

ア ラブ首 長 国 連 邦

計29名

1

2

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

i

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

計8名

1

1

1

音響放送

放送オー トメ化

テ レビ番組制作

教育番組制作

第三 国研修実施協議

ビデオ番組編集

ビデオカメ ラ撮影

放送管理

電波監視

電波監理

周波数 監理

テ レビスタジオ技術

テ レビ送信技術

専門家 評価指導

ラジオ放送技術

電波監理

番 組企画制作

スタジオ技術

衛星放送 システ ム

衛星受信設備

スタジナ音響設計

専門家派遣要請背景調 査

照 明

テ レビスタジオオペ レーションシステム

テ レビ放送技術

番組制作技術

テ レビ放送技術(保 守 。運用)
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区 別 1人 則 任 務

ザ ン ビ ア

中 南 米 地 域

ベ ル

パ ラ グ7イ

国 際 機 関 等

AIBD

計7名

l

l

1

1

1

1

1

計3名

1

1

1

番組制作

美 術

送 信

フィル ム

テ レビスタジオ

置局計画

電波監理

教育番組制作

中継車操作

ヵラーテレビ放送技術

電波監理

教育テレビ放送番組制作

ス タ ジオ技 術

ス タ ジオ照 明

ENG(EiectronicNewsGathering)技 術

ウ.開 発 調 査

(ア)電 気通信関係

この分野の開発調査は,37年 度にボ リヴィアに対 して実施したものが

最初であるが,そ の後漸次増加の傾向にあり,以 来57年 度13件(第2-

8-13表 参照)を 加え同年度末までに計98件 とな っている。

これ らの調査は,国 内電話網整備計画,地 域電気通信網開発計画,マ

イクロウェーブ回線網建設計画,海 底同軸ケーブル敷設計画,衛 星通信

地球局建設計画等,そ の分野は多岐にわたってお り,こ れ らの計画に関

して,フ ィージビリティ調査,マ スタープラン調査等を行ったものであ

る。

(イ)電 波 ・放送関係

電波 ・放送分野の開発調査は,41年 度に実施したタイのテ レビジョン

放送網建設計画調査が最初で,そ の後も多 くの調査団を派遣し,57年 度
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第2-8-13表57年 度の電気通信関係開発調査実績

調 査 名 1派遣期間

イ ン ドネ シア

国際通 信長期開発

計画実 施調査

イ ン ドネ シア

ス ラウェシ電気通信網

整備計画実施調査

イ ン ドネシア

ヌサテ ンガラ電気通信

網整備計画事前調査

イ ン ドネ シ ア ・

ス リ ・ラ ンカ

イ ン ドネ シア ・ス リ ・

ラン カ海底 ケー ブ ル

建 設 計 画 事前 調 査

ス リ・ランカ

大 コロンボ電気通信網

整備計画事前調査

45日

40日

且7日

20日

15目

人 則 概 要

[2名

lo名

5名

6名

6名

56年 度 に実施 した事前調査を踏 ま

えて,新 た に発足 した国営国際通信

事業体(P.T.イ ン ドサ ッ ト)の 組

織 ・要員 ・運用面及び国際 電気通信

網 の整備 ・拡充か ら国際通 信政策の

策定 までを含む総 合的 ・長期的開発

計画 を作成す るもの。

56,57年 度に実 施 したイ ン ドネ シ

ア東部電気通信網整 備計 画のマスタ

ー ・プラン調査に基づき,ス ラゥェ

シ地区の地 上伝送路網整備計画の経

済的,技 術的 実施可能性 を確認す る

ための フィージビ リテ ィ調査。

上 記イ ン ドネ シア東部電気通信網

整備計画のマスター ・プ ラン調査に

基づ き,ヌ サテ ンガ ラの地上伝送路

網整 備計画 の本格調査を行 うの に先

立ち,相 手方 と協議を行い,本 格調

査の範 囲,内 容を確認 し,あ わせて

必要 な情報資料の収集を行 うもの。

メダ ン(イ ン ドネ シア)～ コ ロン

ボ(ス リ ・ランカ)問海底 ケーブル建

設計画 の推進 に不可欠な敷設ル ー ト

の海洋調査 にかか る事前調 査を実 施

す る とともに,所 要資料の収集を行

うもの。

コロンボ首都圏の電話局全般にか

かる局 間中継線路及び一部加入者線

路 の整備拡充を内容 とす る計画につ

いて,本 格調査を行 うに先立ち,相

手方 と協議 して計画内容を確認 し,

協力 の範囲 ・内容を定める とともに

関連資料を収集す るもの。
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ス リ・ランカ

大 コロンボ電気通信網

整備計画実施調査

フィ リピン

南部ル ソン電気通信網

整 備計 画事前調査

不パール

地方電気通信網整備

計画事前調査

不パール

地方電気通信網整備

計画実施調査

エ ジ プ ト

カ イ ロ～ ア ス ワン ・

マ イ ク ロウ ェ ー ブ通

信 網 建 設 計 画 事 前 調

査

エ ジプ ト

カ イ ロ～ ア ス ワン 。

マ イ ク ロウ ェー ブ通

信 網 建 設 計 画 実 施 調

査

120日

11日

18日

80日

21日

50日

9名

4名

5名

12名

5名

12名

上記事前調査の結果を踏 まえ て,

本計画の経済的,技 術的 実施可能性

を確認す るための フィージ ピリティ

調査

中部ル ソンの フ ィージ ビリテ ィ調

査の報告書を提出 ・報告す る ととも

に,南 部ル ソンの フィージビ リティ

調査の実施について協議 を 行 う も

の。

地方諸都市相互間 に通信網を構築

し,電 話,テ レックス,フ ァ クシ ミ

リ,デ ータ伝送等のサ ービス提供の

基礎確立を内容 とす る地方電気通信

網整備計画の本格調査を行 うに先立

って,相 手方 と本格調査の 内容を確

認す るとともに,所 要資料の収集を

行 うもの。

上記事前調査の結果を踏 まえて,

本計画の経済的,技 術的実施可能性

の調査を行 うフィージ ビ リ テ ィ調

査。

将来の通信需要 の増大に備 えると

ともに,汎 アフ リカ通信網計画を完

成 させ るため,カ イ ロ～ アス ワン間

にマ イク ロウェーブ網を建設す るこ

とを内容 とす る計画の本格調査を行

うのに先立ち,先 方 と本格調査 の内

容範囲を確認 し,あ わせ て必要 な情

報 ・資料 の収集 を行 うもの。

上記事前調査の結果を踏 まえて,

本計画 の経済的,技 術的実施可能性

を確認す るた めの フィージ ビリテ ィ

調査。
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ジンパブェ

衛星通信地球局建設

計画事前調査

ジンバブェ

衛星通信地球局建設

計画本格調査

17日

20日

5名

7名

標準A型 衛星通信地球局(大 西洋

衛星 ア クセ ス用)の 建設 を目的 とす

る計画の本格調 査を行 うの に先立 っ

て,相 手方 と本格調査 の内容 ・範囲

を確認 する とともに関連資料の収集

を行 うもの。

上記事前調査 の結果 を踏 まえて,

本計画の経済的,技 術的実施可能性

を確認 するための フィージビ リテ ィ

調査。

(注) 1.イ ン ドネ シア ・国際通信長期開発計画実 施調査,56年 度に実施 したイン

ドネシア ・東部電気通信網整備計画実施調査及 び56年 度実施のパ ラグアイ

電気通信 ・放 送拡充基本計画実施調査については,中 間報告 として,そ れ

ぞれ,12日 間9名,13日 間5名,31日 間10名 を,最 終報告書案説 明 の た

め,そ れぞれ10日 間6名,10目 間5名,22日 間9名 を現地 に派遣 した。

2。 イン ドネ シア ・ス ラウェシ電気 通信網整備計画実施調査,エ ジプ ト・カ

イロ～ アス ワン ・マイ クロウェーブ通信網建設計画実施調査及 びジソパ ブ

エ衛星通信地球局建設計画実施調 査につ いては,調 査完了後,報 告書案説

明のため,そ れぞれ10日 間6名,12日 間5名,15日 間6名 を現地に派遣 し

た。

に 実 施 した2件(第2-8-14表 参 照)を 加 え る と,同 年 度 末 まで に計

42件 とな って い る。

57年 度 は,ラ ジオ ・テ レビ放 送 拡 充 の マス タ ー プ ラ ン等 の 作 成 とFM

放 送 網整 備 のた め の フ ィー ジ ビ リテ ィ調 査 で あ る。

エ.海 外技 術協 力 セ ン タ

電 気 通 信 ・放 送 分 野 に お け る海外 技 術 協 力 セ ンタ とし て最 初 に 開 設 され た

の は,タ イ 電 気通 信訓 練 セ ンタ(35年 開 設)で あ る が,以 降,パ キ ス タ ン電

気 通 信 研 究 セ ンタ,メ キ シ コ電 気通 信 訓 練 セ ンタ,イ ラ ン電 気 通 信 研 究 セ ン

タ,ジ ョル ダ ン王 立科 学 院 電 子 工学 サ ー ビス 訓 練 セ ン タが 漸 次 設 立 され,後

に タ イ ・モ ン ク ッ ト王 工 科 大 学 に昇 格 した タイ電 気 通 信 訓 練 セ ンタ を除 い て

は,い ず れ も協 力期 間 経 過 後 は,相 手 国の 自主 運営 に引 継 が れ て い る。
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第2-8-14表57年 度の電波 ・放送関係開発調査実績一
イ ン ドネ シア

ラジオ ・テ レビ放送総

合開発 計画事前調査

マ レイシア

束 マ レイ シアFM放 送

網整備拡充計画実施調

査

15日

50日

6名

10名

全 国を対象 にした放送分 野全般 に

わた る長期計画の策定 と緊急 に実施

が必要 とされ る全 国 ラジオ ・テ レビ

ジ ョン番組伝送回線網建設等の短期

計画の実施を内容 とす る本計画 の本

格調査を行 うに先立 って,相 手方 と

調査内容の確認をす るとともに必要

資料の収集を行 うもの。

56年 度に実 施 した東マ レイ シア地

域(サ バ ・サ ラワク両州)のFM放

送網整 備の事 前調査 を踏まえて,本

計画の経済的,技 術的実施 可能性 を

確認す るためのフ ィー ジビ リテ ィ調

査。

(注)東 マ レイ シアFM放 送網整備拡充計画実施調査,56年 度 に実施 した タイ ・ス

コタイ ・タマチ ラッ ト放送 大学番組 センタ建設計画基本設計調査及 び ビルマ ・

テ レビ放送 施設拡充 計画基 本設計調査 につい ては,調 査完了後,報 告書案説明

のため,そ れ ぞれ12日 間5名,7日 間5名,8日 間4名 を現地に派 遣 した。

57年 度 にお いて は,前 年 度 か ら継 続 して 協 力 を 行 って い るタ イ ・モ ン ク ッ

ト王 工科 大 学,パ キ ス タ ン中 央 電 気 通 信 研 究 所,ペ ル ー 電 気 通 信 訓 練 セ ン

タ,日 本 ・シ ン ガ ポ ー ル ソフ トウ ェ ア技 術 研修 セ ソタ,パ ナ マ 国 営 教 育 テ レ

ビ放 送 計 画 及 び フ ィ リ ピン電 気 通 信 訓 練 セ ンタ の6プ ロ ジ ェ ク トへ の 協 力 を

行 っ た。

57年 度 に お い て,こ れ ら6プ ロ ジ ェ ク トに対 し派 遣 され た 調査 団 は7件34

名,専 門 家 は43名,我 が 国 に 受 入れ た カ ウン タ ー パ ー トは20名,ま た,我 が

国が 供 与 した 機 材 総 額 は3億3,150万 円 で あ った。

現 在 協 力 中 の 各 セ ンタ の概 況 は 第2-8-15表 の とお りで あ る。
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第2-8-15表 海外技術協力センタの概況

セン・名及び協醐 剛 概 況

タイ ・モ ン ク ッ ト王

工 科大 学

53.12.12～58,8.31

た だ し57.12.12～58.

8,31は フ ォ ロ ー ア ッ プ

協 力 期 間

パキスタン中央 電気通

信研究所

54.3.22～59.3.21

本大学は,我 が国の協力に よ り35年に電気通信訓練

センタとして設立 され て以来,継 続 発展 し45年に5年

制 の国立大学 に昇格 したものであ り,我 が国はデ ータ

処理工学,半 導 体工学及び電力工学 の3分 野 で協力を

実施 して きた。

当初協力期 間終 了を控え,57年9月 にエパ リエー シ

町ンチーム(5名)を 派遣 して調査 した結果,電 力分

野については十分に技術移転 されているのに対 し,デ

ータ処理工学 及び半導体工学 の2分 野については,現

在,十 分な技術移転にはあ と一歩であるが,数 ケ月 の

協力期間の延長 によ り十分な技 術移転 が行なわれる段

階である とい う結論に達 し,電 力分野についてはタイ

国 の自助努 力に任せ データ処理工学及 び半導体工学 に

ついては58年8月31目 まで協 力期 間を延長する ことと

な った。

O協 力実 績(57年 度 分再 掲)

調 査 団,専 門 家 の派 遣38名(11名)

カ ウ ンタ ーパ ー トの 受入 れ14名(3名)

機 材 の供 与4億1,100万 円(1,00Q万 円)

(注)上 記セ ソタ協力ベースによる協力のほか,無

償資金協力ベ ースで建物建設及び研究機材 のた

め約lo億 円を贈与 している。

本研究所は,我 が国の協力によ り設立 され たハ リプ

ールの電気通信研究セ ンタを発展,拡 充 した ものとし

てイス ラマバ ー ドに設立され,現 在は電話,電 信,無

線,伝 送及び製造の各 分野の電気通信機器の研究及 び

開発に対す る協力を行 っている。

58年3月 末,巡 回指導 チーム(5名)を 派遣 し残 る

協力期 間の協力を一層効 率的 なもの とするた め,具 体

的 な目標設定及び とるべき措置 の指 摘を行った。

○協力実績(57年 度分再掲)

調査団,専 門家の派遣 60名(16名)
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セ・銘 及び励 期間1 概 況

ベ ルー電気通信訓練 セ

ンタ

54.11.2～59.Il.1

た だ し,57.11.2～59.

11.1は 延 長 協 力 期 間

日本 ・シ ン ガポ ール ソ

フ トウ ェ ア技 術 研 修 セ

ン タ

55.12.18～60,12.17

カ ウン タ ーパ ー トの 受 入 れ11名(3名)

機 材 の供 与2億2,700万 円(2,300万 円)

(注)上 記セ ソタ協 力ペースに よる協力のほか,無

償資金協力ベースで,建 物建設及 び研究機材 の

ために,22億 円の贈与 を行 っている。

本セ ンタは,ペ ルー国における電気通信 ・放送分野

の技術者 の養成 を 目的 として,48年 に設立 され,我 が

国は,現 在,電 話交換,電 話線路,伝 送及 び放送 の4

分野におけ る訓練について技 術協 力を実施 してきた。

当初協力期間終 了を控え,57年8月 に エパ リエーシ

ョンチ ーム(5名)を 派遣 して調査 した結果,協 力は

順調に進行 しているが,当 初協力期間が3年 間 と,短

かか った こともあ り,十 分 な技術移転 のた めには電話

交換及び放送分野 につ いては2年 間,電 話線路及 び伝

送分野については1年 間の協 力期間延長が必要 である

との結 論に達 し,電 話交換及 び放送分野につい ては59

年ll月1日 まで,電 話線路及 び伝送分野につい ては58

年11月1日 まで協力期 間を延長す ることとな った。

○協力実績(57年 度分再掲)

調査 団,専 門家 の派遣40名(14名)

カ ウンターパー トの受入れ13名(5名)

機材 の供与3億1,200万 円(700万 円)

本研修 セ ンタは,シ ンガポールに おけ る将来 の ソフ

トウェア産業 を担 う人材を養成す ることを 目的 として

設立 され,我 が国は,コ ン ピュータ ・ソフ トウェア分

野 において,セ ンタ方式に よる技術協力を行 っている。

57年11月 には計画打合せ チーム(5名)を,58年2

月 には短期専門家 チーム(5名)を 派遣 し,来 年度か

らの実施研修 コースの増加及びそれに伴 う日本人専門

家 の増員 につい て合意 した。

○協 力 実 績(57年 度 分 再 掲)

調 査 団,専 門 家 の 派 遣41名(17名)

カ ウ ンタ ーパ ー トの受 入 れ12名(6名)

機 材 の供 与3億700万 円(2,000万 円)
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パナマ国営教育 テ レビ

放送計画

56.2,11～61,2.10

フィリピン電気通信訓

練セ ンタ

56.4.2～61.4.1

パナマ政府は同国における教育の普及 と人材 の育成

を図 るた め,国 営教育テ レビ放送体制を整 備,拡 充す

る計画 を策定 してお り,こ の計画に関連 して,我 が国

は番組制作,ス タジオ技 術及び送信技術の分野に おい

て,セ ンタ方式に よる技術協力 を行 うこととなった。

57年度は主な供与機材 の据 え付け も完了 し,58年 度

か ら本格的訓練を開始できる状態にな ったため,3月

に計画打合せ チーム(4名)を 派遣 し,58年 度以降 の

訓練 カ リキュ ラム及び 目標につ き,具 体的設 定を行 っ

た。

○協 力実 績(57年 度 分再 掲)

調 査 団,専 門 家 の 派遣24名(8名)

カ ウ ンタ ーパ ー トの 受入 れ5名(互 名)

機材 の供 与2億8,650万 円(5,350万 円)

フィ リピン政府は,電 気通 信網建設計画 の一環 とし

て,ル ソン島北部の電気通信網建設計画を遂行 してお

り,こ れが完成 した際に必要 となる保守 ・運用要員 の

養成に対 して,我 が国は,交 換,無 線,電 信,線 路,

搬送及び電力の6分 野において,セ ンタ方式に よる技

術協力を行っている。

57年11月 末 からは,計 画打合せチーム(5名)を 派

遣 し,セ ンタ運営状況及び問題点 の把握を行 うととも

に,58年 度以降 の協力計画についての打合せを行 った。

○協 力 実 績(57年 度 分 再 掲)

調 査 団,専 門家 の派 遣25名(11名)

カ ウ ン タ ーバ ー トの受 入 れ3名(2名)

機 材 の供 与2億7,400万 円(2億1,800万 円)

(3)資 金 協 力

通信 ・放送分野における資金協力は,36年 度にパキスタンの電信電話施設

拡 張計 画 に対 して供 与 され た 円 借款 に始 ま るが,そ の 後 次 第 に対 象 プ ロ ジ ェ

ク トも増 え,そ の 分 野 もマ イ クロ ウ ェー ブ網 建設,電 気 通 信網 建 設,衛 星 地

球 局建 設,電 気 通 信 ・放 送 網 拡 充,ラ ジ オ ・テ レ ビジ ョン放 送 訓 練 セ ソ タ建



第2-8-16表57年 度通信放送分野におけ る円借款一 覧表

交換公文
署名年月日

57.4.7

57.6.30

57.7.7

57.7.7

57.7.28

57.8.31

57.8.31

58.1.22

供 与 先

ケ ニ ア

ペ ル ー

ジ ョル ダ ン

ザ ン ビ ア

ガ ー ナ

パ キ ス タ ン

パ キ ス タ ン

ソ マ リ ア

金 額
(百万円)

6,450

9,870

12,110

7,049

5,888

4,840

3,200

5,270

実鱗 勘

海外経済
協力基金

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

3,5

4,25

4.25

3.5

3.5

2.75

2.75

1.5

据置
期間
(年)

10

7

7

10

10

10

10

10

返済
期 間 対象 プ ロジェ クト名
(年)、

30

25

25

30

30

30

30

30

通信施設拡充計画

リマ首都圏電話網
拡充計画

電話網拡充計画

マイ クロウェー ブ

通 信網整 備計画

通信施設拡充計画

イ スラマバ ー ド衛

星地球局,第 二 国
際交換 局建設 計画

マイ クロウェーブ

通信網増設計画

電気通信網拡充計
画

貸付契約
締 結 日 備 考

58.7.20

58.4.5

58.5.12

交換機,ケ ーブル等の増設に よ
る通信網 の整備

リマ市 内15万 回線の増設 等及 び

国際 ・国内長距離電話局の整 備

アンマ ン ・アカバ地区の都市電

話 サー ビスの拡張及び南部農村
地区の電話網 の整備

ザ ン ピア北東 部 の マ イ ク ロウ ェ
ー ブ の建 設

マイ クロ回線の増設,UHFリ
ソクの新増設 及びテ レビ中継局

の建設

カ ラチに続 き,北 部 のイスラマ
バ ー ドに,第2の 衛星地球局及

び国際交換局を建設

カラチ ・ラワルピソジ間既設マ
イ クロ幹線網 の回線増設

首 都モガデ ィシュの電話設備及
びテ レックス設 備の増強

(注)「 返済期間」は,据 置期 間を含 んだ期 間である。

1

念
む

f

卜o
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設,放 送大学番組制作セソタ建設等多岐にわたり,供 与対象国もアジア地域

は も と よ り,中 近 東 ・ア フ リカ地 域,中 南 米 地域 に拡 大 して い る。

57年度における円借款供与プロジェクト件数は8件(い ずれ も電気通信関

係,第2-8-16表 参 照)で あ り,計 約547億 円 が供 与 され た。57年 度 末 ま

での 円借 款 供 与 プ ロジ ェク トは,同 年 度 の8件 を 加 え 計103件 に 達 して い

る 。

また,無 償資金協力として,57年 度は件数4件 であ り,計 約60億 円が供与

され た(第2-8-17表 参 照)。

第2-8-17表57年 度通信放送分野 における無償資金協カー覧表

交換 公文署名年
月日

57.6.24.

57.6.30

57.8.2

57.8。20

供 与 先

タ イ

ビ ル マ

バ ン グ ラデ シ ュ

イ ン ドネ シ ァ

金 額
(百万 円)

1,765

1,730

740

1,800

対 象 プ ロ ジ
ェ ク ト名

放送大学番組
制作センタ建
設計画

テ レビ放送施
設拡充計画

ラジオ放送会

館建設計画

ラジオ ・テ レ
ビ放送 訓練 セ
ンタ建設 計画

備 考

全国の勤労者に対 し高等教育
を行 うスコタイ ・タマチラッ
ト放送大学の番組制作セ ンタ
の建設

テ レビ放送の番組制作 ・送出

能力を拡充するため ラングー
ンにテ レビスタ ジオ ビルを建

設

ダ ッカ市内に ラジオ放送会館
を設立

ラジオ ・テ レビ放送網の拡充
に伴 う技 術者の育成を図 るた
め放送訓練 セ ンタを建設


